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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

 

(1) 対象地域 

構成市町名：木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、館山市、鴨川市、南房総市及び

鋸南町 

面   積：1,334.72 km2  

人   口：448,765 人（平成 30 年９月１日現在） 

（内訳） 

市町名 
君津地域  

木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市  

面積 
（㎢） 

138.95 318.81 205.53 94.93  

人口 
（人） 

135,505 83,561 43,946 62,467  

市町名 
安房地域 

計 
館山市 鴨川市 南房総市 鋸南町 

面積 
（㎢） 

110.05 191.14 230.12 45.19 1,334.72 

人口 
（人） 

45,953 32,671 37,093 7,569 448,765 

人口: 千葉県ウェブサイトより平成 30 年９月１日の人口(総数)の値を使用 

(https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/toukeidata/joujuu/geppou/2018/documents/ge

ppou1809.pdf) 

 

(2) 計画期間 

本計画は、平成 29 年度から令和 5年度までの７年間を計画期間とする。 

ただし、複数の施設整備を長期にわたって継続的に実施するものであることから、 

本計画を第１次計画としたうえで、令和 6 年度から令和 10 年度の５年間を計画期間と 

する第２次計画を策定する予定である。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合は計画を見直す 

ものとする。 

 

(3) 基本的な方向 

木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市で構成する君津地域並びに館山市、鴨川市、

南房総市及び鋸南町で構成する安房地域は、千葉県の南西部に位置し、総面積は

1,334.72km2で、千葉県全域面積の 25.9％を占めており、温暖な気候風土を持つ自然環

境に恵まれた地域であるため、年間の観光客数は 3,500 万人にのぼる。 
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また、公共用水域をみると、構成区域は太平洋及び東京湾に面しており、これらの   

海域は、豊富な漁場を有するとともに、関東圏有数の観光地域でもある。 

これら公共用水域の保全を図るため、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市及び館山

市では、公共下水道の整備を推進し、下水道計画区域外の地域については合併処理浄化

槽の普及促進を図り、鴨川市、南房総市及び鋸南町は合併処理浄化槽の普及促進にそれ

ぞれ努めるものとする。 

 

(4) ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

君津地域では、君津地域４市で発生する一般廃棄物の中間処理を目的に第３セクター

方式により設立された株式会社かずさクリーンシステム（以下、「ＫＣＳ」という。）を

事業主体とする広域一般廃棄物処理施設（君津地域広域廃棄物処理施設）の稼働が開始 

から 20 年経過し、地元住民との合意事項である事業期間 25 年が令和 8 年度末で終了

し、令和 9年度以降の新たな中間処理施設の整備を検討している。 

一方、安房地域３市１町では、安房郡市広域市町村圏事務組合（以下「組合」という。）

において、一般廃棄物（ごみ）の共同処理に向け、中間処理施設（エネルギー回収型     

廃棄物処理施設）及び最終処分場の整備に向けて事業の推進を図ってきた。 

しかし、協議を重ねた結果、館山市は単独で既存清掃センターの基幹的設備改良事業

により、施設の長寿命化を図ることとなった。 

鴨川市、南房総市及び鋸南町においては、君津地域４市が計画する新たな中間処理施

設整備事業へ参加することとなり、更なる広域化に向けたごみ処理を展開すべく事業を

推進することとなった。 

なお、上記に際し、安房地域の鴨川市、南房総市及び鋸南町では、収集範囲が約 466km2

にも及ぶため、今後は収集運搬効率及び費用対効果等を考慮し、廃棄物運搬中継施設及

びマテリアルリサイクル推進施設（ストックヤード）の建設に向けた検討を行い、併せ

て既存焼却施設の撤去も行う予定である。 

 

(5) プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

    容器包装プラスチックについては、既に資源化を実施している木更津市、君津市、 

富津市及び南房総市の一部の地域を除き、当面の間可燃ごみとしての処理を継続し、 

製品プラスチックについては、南房総市の一部の地域を除いて、当面の間可燃ごみと 

しての処理を継続する。 

なお、プラスチック資源の分別収集及び再商品化については、今後コストや環境影 

響等の情報収集を行い、財政状況等を踏まえながら実施方法や実施時期について検討 

を行う予定である。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

(1) 一般廃棄物等の処理の現状 

構成区域における平成29年度の一般廃棄物の排出・処理状況は、図１のとおりである。

なお、中間処理量のうち、焼却量は 152,074 トンである。焼却施設のうち、ＫＣＳでは、 

発生するエネルギーを回収して発電し、施設消費電力及び給湯に活用している。 

また、余剰電力は電力会社に売却している。 

 

 

図１ 一般廃棄物の処理状況フロー（平成 29年度） 
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(2) 生活排水の処理の現状 

構成区域における平成 29年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥の排出量は、図２

のとおりである。 

 

 

※汚水衛生処理人口：汚水処理施設に接続されている人口 

※端数処理により割合・合計が合わないことがある。 

 

 

図２ 生活排水の処理状況フロー（平成 29年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 ( )

人 ( ) 人 ( )

人 ( ) 人 ( )

人 ( ) 人 ( )

人 ( )

166,252 36.4% 133,792 29.3%

非水洗化人口 し尿発生量

32,460 7.1% 30,489 kl/年

未処理人口 単独処理浄化槽

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

457,137 100.0% 116,268 25.4% 115,570 kl/年

公共下水道

169,825 37.1%

汚水衛生処理人口 農業集落排水施設等

290,885 63.6% 4,792 1.0%
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(3) 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表

１のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

表１ 減量化・再生利用に関する現状と目標 

 

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋ 

集団回収量に対する割合 
※2 (１事業所当たりの排出量)＝｛(事業系ごみの総排出量)－(事業系ごみの資源ごみ量)｝／(事業所数) 
※3（１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口） 

（用語の定義） 

排 出 量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量(集団回収されたごみを除く)[単位:トン] 
総資源化量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕 
エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕及び熱利用量

〔単位：GJ〕 
最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕 

 

図３ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（令和6年度） 

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

GJ GJ

（ ） （ ）

エネルギー回収量
（年間の発電電力量及び熱利用量） ー　 ー　

現状（割合
※1

） 目標（割合
※1

）

（平成29年度） （令和6年度）

8.8%

事業系 総排出量 61,184 ﾄﾝ 52,713 ﾄﾝ -13.8%

1事業所当たりの排出量※2 3.04 ﾄﾝ/事業所 2.66 ﾄﾝ/事業所 -12.5%

生活系 総排出量 110,481 ﾄﾝ 106,264 ﾄﾝ -3.8%

総資源化量 37,770 ﾄﾝ 21.4% 42,594 ﾄﾝ 26.0%

エネルギー回収量 38,854 MWh 37,678 MWh

1人当たりの排出量※3 211.9 kg/人 197.4 kg/人 -6.8%

合計 事業系生活系排出量合計 171,665 ﾄﾝ 158,977 ﾄﾝ -7.4%

直接資源化量 11,341 ﾄﾝ 6.6% 13,945 ﾄﾝ

最終処分量 埋立最終処分量 9,146 ﾄﾝ 5.3% 8,086 ﾄﾝ 5.1%

指 標

排出量

再生利用量

t t

t t

( ) ( )

t

( )

t t t t

( ) ( ) ( )

t

( )

t t t

( ) ( ) ( )

4,873 42,594

13,945 23,776

8.8% 15.0%

31,394

19.7%

158,977 158,977 144,564 7,618

排出量 計画処理 中間処理量
処理後

最終処分量

100.0% 90.9% 4.8%

113,170

減量化量

71.2%

0 468 8,086

0.0% 0.3% 5.1%

自家処理量
直接

最終処分量
最終処分量

集団回収量 総資源化量

直接資源化量
処理後

再生利用量

処理残さ量
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(4) 生活排水の処理の目標 

生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、公共下水道の整備を推進し、合

併処理浄化槽の普及促進を図るものとする。 

 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標 

 

 

 

 

図４ 目標達成時の生活排水の処理状況フロー（令和 6年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）

し尿
・

汚泥
の量

合　計 457,137 人 442,066 人

汲み取りし尿量 30,968 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 20,718 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

浄化槽汚泥量 115,570 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 111,605 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

合　計 146,538 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 132,323 ｷﾛﾘｯﾄﾙ

平成29年度実績 令和6年度目標

公共下水道 169,825 人 37.1% 194,594 人 44.0%処

理

形

態

別

人

口

農業集落排水施設等 4,792 人 1.0% 4,579 人 1.0%

合併処理浄化槽等 116,268 人 25.4% 120,617 人 27.3%

未処理人口 166,252 人 36.4% 122,276 人 27.7%

人 ( )

人 ( ) 人 ( )

人 ( ) 人 ( )

人 ( ) 人 ( )

人 ( )

未処理人口 単独処理浄化槽

122,276 27.7% 98,432 22.3%

非水洗化人口 し尿発生量

23,844 5.4% 20,718 kl/年

公共下水道

194,594 44.0%

汚水衛生処理人口 農業集落排水施設等

319,790 72.3% 4,579 1.0%

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量

442,066 100.0% 120,617 27.3% 111,605 kl/年
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３ 施策の内容 

構成市町の行政区域は、関東でも有数の観光地であり、ごみの排出量原単位は、全国平均

及び千葉県平均と比較して高い。 

したがって、発生抑制は、構成区域におけるごみ問題の大きな課題である。 

 

 (1) 発生抑制、再使用の推進 

ア ごみ処理の有料化 

構成市町では、ごみ処理の有料化に取り組んでいるが、その料金設定は構成市町が独

自に行っている状況である。ごみ処理の広域化に向けて、今後、安房地域の鴨川市、南

房総市及び鋸南町においては、ごみ処理料金の統一に向けた制度の見直しを図る。  

また、その他の構成市では、手数料水準の検証や、先進事例等を勘案し、必要に応じ

て料金の見直しを行う。 

 

イ 家庭における排出抑制と再使用の推進 

家庭生活が環境へ負荷を与えていることを自覚し、排出抑制に努め、ごみを出さな    

いライフスタイルの実践に向け、次のことについて推進していく。 

〇生ごみの排出抑制と堆肥化の促進 

生ごみを排出する際は、水切りを徹底してごみの減量化を図るとともに、コンポスト

や生ごみ処理機による生ごみの堆肥化を促進する。 

〇集団回収への積極的参加 

地域や学校等で行う集団回収に積極的に参加、協力を行い再資源化の向上に努める。 

 

ウ 住民への情報提供 

循環型社会を形成するための取組に関する情報や、地域ごとの特性を踏まえた情報

などを広報、ホームページ、ガイドブック、カレンダーや各種イベントなどを介して提

供する。 

 

エ 環境教育の推進 

地球・生活・ごみの関係性等について、一人ひとりがすべきことを理解する機会を拡

充するため、住民が気軽に参加し、環境保全や資源循環に対する知識と行動を習得して

もらうために、講演会の開催、職員が出向く説明会や出前講座、施設見学会、イベント

などの各種の学習機会を設ける。 

また、教育委員会、社会教育団体、小・中学校等と連携し、幅広い世代に対応した効

果的な環境学習を推進する。 
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オ 事業者への情報提供と発生抑制・再資源化の促進 

国及び構成市町における減量化施策や適正処理について速やかに情報提供を行い、

排出者責任や拡大生産者責任を踏まえ、発生抑制、分別の徹底、排出ルールの指導  

などを通じて、ごみの排出抑制と再資源化の向上を推進する。 

また、多量排出事業者自らが再資源化・減量化計画を策定する場合においては、  

助言・指導を行う。 

 

なお、構成市町単独で実施している環境教育・普及啓発・助成等によるごみ減量化  

施策については添付資料５に示す。 

 

カ 生活排水対策 

良好な生活環境の確保と河川及び海浜の汚濁防止の観点から、家庭等から排出される

汚濁負荷量削減のため、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市及び館山市では、公共下

水道の整備及び接続の促進を行い、下水道計画区域外の地域については合併処理浄化槽

の普及促進を図る。また、鴨川市、南房総市及び鋸南町では、合併処理浄化槽の普及促進

を図る。 

なお、生活排水に関して、啓発活動を以下のとおり実施する。 

・水辺の見学会、学習会、講習会などを行い、公共下水道及び合併処理浄化槽を利用  

することによる環境保全や発生源における水質保全対策について、広く知識・情報の

提供を行う。 

・広報、チラシ、ホームページ等を活用し、生活排水処理の重要性や利用促進について

継続的かつ効果的に情報を発信する。 

 

  (2) 処理体制 

ア 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については、表３のとおりである。 

君津地域構成市のごみ焼却施設の状況は、ＫＣＳを事業主体とする広域一般廃棄物

処理施設（君津地域広域廃棄物処理施設（450ｔ/日、稼働後 20年経過））が稼働してい

る。なお、袖ケ浦市では搬入された可燃ごみを袖ケ浦クリーンセンターごみ処理施設に

て積替えを行い、ＫＣＳに搬出している。 

また、資源ごみ、粗大ごみ、不燃ごみの処理については、木更津市では木更津市ク 

リーンセンター（不燃ごみ：25t/５h、粗大ごみ 25t/５h、稼働後 34年経過）で、不燃

ごみ、粗大ごみの中間処理及び可燃ごみの積み替えを行っており、資源ごみのうち、

びん・かん・ペットボトル及び容器包装プラスチックは、民間のリサイクル処理施設で

選別・圧縮・梱包処理したのち再資源化され、紙類・衣類については、直接資源化され
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る。君津市では、君津市リサイクルプラザ（44t/日、稼働後25年経過）で、不燃ごみ、

粗大ごみの破砕・選別、資源ごみのうち、アルミ缶・スチール缶等の圧縮と一部の粗大

ごみの再生処理を行っている。富津市では、富津市環境センター（12t/６h、稼働後 46

年経過）で、資源ごみ、不燃ごみ及び粗大ごみを選別・減容処理している。袖ケ浦市で

は、袖ケ浦クリーンセンター粗大ごみ処理施設（粗大 8.5t/日、資源 7.5ｔ/日稼働後

33 年経過）にて、搬入された不燃ごみ及び粗大ごみを破砕選別処理し、金属類等の再

資源化を図るとともに、有害ごみ及び資源物については選別・保管により適正処理及び

再資源化を図っている。 

なお、君津地域構成市の最終処分については、富津市の民間処分場を除き、君津地

域で発生した溶融飛灰を埋め立てている最終処分場は無く、発生した溶融飛灰の 90%

近くを県外に搬出している状況である。 

このように、君津地域では、各市の粗大ごみ処理施設等が稼働後 20 年以上経過し、

施設の老朽化と最終処分量の削減が重要な課題となっている。 

今後の君津地域構成市のごみ処理については、最終処分量の削減を考慮した次期中

間処理施設の整備を進めるとともに、各市の粗大ごみ処理施設等については、今後の

社会環境の変化等を踏まえ、効率的な処理のあり方を検討する。 

 

安房地域構成市町のごみ焼却施設の現状は、館山市清掃センター（100t/日、稼働

後 38 年経過）、鋸南地区環境衛生組合大谷クリーンセンター（80ｔ/日、稼働後 39年

経過）が稼動している。一方で、天津小湊清掃センター（20ｔ/日）については、平成

22 年３月に稼動を終え、施設を廃止した。また、南房総市千倉清掃センター60ｔ/日）

が平成 20 年１月、南房総市白浜清掃センター（54ｔ/日）が平成 14 年２月にそれぞ

れ稼動を休止し、当該地区（白浜・千倉・丸山・和田）のごみの処理は、現在、民間

委託している状況である。また、粗大ごみ処理施設（50t/日、稼働後 37年経過）は、

広域的な処理施設として組合が管理・運営を行っている。なお、最終処分場について

は、館山市一般廃棄物最終処分場、天津小湊一般廃棄物最終処分場、千倉一般廃棄物

最終処分場及び鋸南地区環境衛生組合青木山一般廃棄物最終処分場が埋立処理を行

っており、鴨川市の一部の灰は路盤材として再資源化している。 

また、資源ごみについては、安房地域構成市町及び鋸南地区環境衛生組合がそれぞれ

独自に再資源化を行っている。 
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このように安房地域においては、稼働中の施設は、全てが稼働から 30 年以上経過

しており、また、最終処分場の残余容量にも限りがあることから、資源ごみの再資源

化向上も必要な状況である。 

     鴨川市のごみ焼却施設は、経年劣化が進行し、早期に安定したごみ処理の確保を

目指し、一般廃棄物中継施設を整備し効率的な収集運搬と外部搬出を行う。鴨川清

掃センターは令和４年８月に稼働を休止し、９月から一般廃棄物中継施設クリーン

ステーション鴨川に搬入しその処理を民間委託している。また、令和９年度以降は

第２期君津地域広域廃棄物処理施設にて処理をする。なお、不燃ごみ及び資源ごみ

は収集後、一時保管が必要なことから、中継施設内にストックヤードを整備し一時

貯留した後、委託により再資源化を図る。 

 南房総市は、鋸南町と共同で廃棄物運搬中継施設を整備し、効率的な収集運搬を行

う。既存施設（鋸南地区環境衛生組合大谷クリーンセンター）は令和８年度末をもっ

て稼働を休止し、令和９年度以降は第２期君津地域広域廃棄物処理施設にて処理をす

る。不燃ごみ及び資源ごみは収集後、一時保管が必要なことから、中継施設に資源ご

みストックヤードを併設整備し、一時貯留した後、再資源化を図る。 

以上のことから、今後の安房地域構成市町のごみ処理については、構成市町と組合

の役割を明確にし、構成市町及び鋸南地区環境衛生組合では可燃ごみ、不燃ごみ及び

資源ごみの中間処理並びに最終処分、ごみの発生抑制、収集・運搬、資源ごみの再資

源化及び住民への啓発活動を行う。組合では可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ及び資源

ごみの中間処理並びに最終処分を行うとともに施設の維持管理を行うこととする。 

 

イ 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

事業系ごみは、排出者責任に基づき事業者の責任による適正処理を原則とする。事

業系ごみを排出している事業所に対して、減量化・再資源化について指導を行うとと

もに、周知徹底を図り、やむを得ずごみとして排出する場合も分別の徹底、再資源化

を指導している。 

なお、君津地域では、事業者自らによる適正処理が困難な場合は、ごみの分別を   

徹底したうえで、許可業者による収集または各市のごみ処理施設等へ直接搬入を行う

ものとしている。 

今後は、君津地域及び安房地域の構成市町は、引き続き事業者に対し、減量化・    

再資源化について徹底するよう啓発活動を推進する。 

 

ウ 一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後 

現状、君津地域構成市では、ＫＣＳにて、一部産業廃棄物の処理を実施している。

館山市では、紙・木類に限り、処理に支障のない範囲で産業廃棄物の処理を実施して

おり、その他安房地域の鴨川市、南房総市及び鋸南町では、産業廃棄物は受け入れ   

していない。 
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今後は、産業廃棄物を受け入れしないことを原則とするが、「併せ産廃」と認定で

きる廃棄物に関しては受け入れる方向で検討し、事業者には、再資源化を徹底した  

うえで受け入れることを条件とする。 

 

エ 生活排水処理の現状と今後 

生活排水の処理については、引き続き木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市及び    

館山市では公共下水道の整備を推進し、下水道計画区域外の地域については合併処理

浄化槽の普及促進を図る。また、鴨川市、南房総市及び鋸南町では合併処理浄化槽の

普及促進を進めていく。 

君津地域のし尿・浄化槽汚泥処理について、木更津市では、し尿処理施設で処理を

行っているほか、浄化槽汚泥の一部は下水処理場の浄化槽汚泥投入施設に希釈投入 

している。君津市及び富津市では、し尿処理施設にて処理し、袖ケ浦市では、袖ケ浦

クリーンセンター「し尿等積替え施設」に搬入され、前処理後に、汚水は希釈し下水

道に放流し、袖ケ浦市下水道終末処理場にて処理される。君津地域構成市では、これ

らの処理により発生した汚泥はＫＣＳに搬入され、可燃ごみと共に溶融処理・再資源

化している。 

君津市では、し尿処理施設の更新を行い、ＫＣＳで助燃剤として活用し、今後は、

新たな中間処理施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）においても助燃剤として活

用することを計画している。その他、老朽化が進んでいる木更津市及び袖ケ浦市では

し尿処理施設の更新等の検討を行う。 

一方、安房地域構成市町では、し尿処理施設において処理し、館山市及び鋸南地区

環境衛生組合では、その大部分を堆肥化している。 

また、鴨川市では、し尿処理施設の更新を計画する意向があるが、具体的な計画は、

今後、検討されることとなっている。 

南房総市では、鋸南町との共同処理を進めるために、し尿処理施設の更新を行い、

含水率を 70％以下としたうえで、ＫＣＳ及び君津地域構成市による新たな中間処理

施設（エネルギー回収型廃棄物処理施設）で助燃剤として活用することを計画して 

いる。 
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表３ 君津地域及び安房地域の生活系ごみの分別区分と処理方法の現状と今後 

 

＜木更津市＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 最終処分場（民間）

リサイクル KCS

リサイクル 民間業者

溶融（可燃残渣） KCS

紙類 リサイクル 民間業者

びん 民間業者

缶類 民間業者

ペットボトル 民間業者

プラスチック製容器包装 民間業者

繊維類 リサイクル 民間業者

使用済小型家電 積替え、保管 木更津市クリーンセンター リサイクル 民間業者

破砕選別 木更津市クリーンセンター リサイクル 民間業者

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 最終処分場（民間）

リサイクル KCS

リサイクル 民間業者

溶融（可燃残渣） KCS
紙類 リサイクル 民間業者
びん 民間業者

缶類 民間業者

ペットボトル 民間業者

プラスチック製容器包装 民間業者

繊維類 リサイクル 民間業者

使用済小型家電 積替え、保管 木更津市クリーンセンター リサイクル 民間業者

破砕選別 木更津市クリーンセンター リサイクル 民間業者

＜君津市＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 最終処分場（民間）

リサイクル KCS

リサイクル 民間業者
溶融（可燃残渣） KCS

拠点回収 リサイクル 民間業者
保管 処理 民間業者

紙類 リサイクル 民間業者

びん 保管 リサイクル 指定法人

缶類 圧縮 リサイクル 民間業者

圧縮梱包 民間業者 リサイクル 指定法人

リサイクル 民間業者

民間業者 リサイクル 指定法人

民間業者 リサイクル 民間業者

繊維類 リサイクル 民間業者
保管 君津市リサイクルプラザ 堆肥化※ 民間業者

破砕選別 君津市リサイクルプラザ リサイクル 民間業者
※現在堆肥化事業を中止

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 最終処分場（民間）

リサイクル KCS

リサイクル 民間業者
溶融（可燃残渣） KCS

拠点回収 リサイクル 民間業者
保管 処理 民間業者

紙類 リサイクル 民間業者

びん 保管 リサイクル 指定法人

缶類 圧縮 リサイクル 民間業者

圧縮梱包 民間業者 リサイクル 指定法人

リサイクル 民間業者

民間業者 リサイクル 指定法人

民間業者 リサイクル 民間業者

繊維類 リサイクル 民間業者
保管 君津市リサイクルプラザ 堆肥化※ 民間業者

破砕選別 君津市リサイクルプラザ リサイクル 民間業者

＜富津市＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 最終処分場（民間）

リサイクル KCS

リサイクル 民間業者

溶融（可燃残渣） KCS

紙類 リサイクル 民間業者

びん 選別 リサイクル 指定法人

缶類 選別、圧縮 リサイクル 民間業者

ペットボトル 選別、圧縮 リサイクル 指定法人

プラスチック製容器包装 選別、圧縮、保管 民間業者 リサイクル 指定法人

繊維類 リサイクル 民間業者

選別・保管 富津市環境センター 処理・リサイクル 民間業者

選別 リサイクル 民間業者

保管

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 最終処分場（民間）

リサイクル KCS

リサイクル 民間業者

溶融（可燃残渣） KCS

紙類 リサイクル 民間業者

びん 選別 リサイクル 指定法人

缶類 選別、圧縮 リサイクル 民間業者

ペットボトル 選別、圧縮 リサイクル 指定法人

プラスチック製容器包装 選別、圧縮、保管 民間業者 リサイクル 指定法人

繊維類 リサイクル 民間業者

選別・保管 富津市環境センター 処理・リサイクル 民間業者

選別 リサイクル 民間業者

保管

資

源

ご

み

資

源

ご

み

資

源

ご

み

資

源

ご

み

剪定枝

粗大ごみ

分別区分

不燃ごみ 選別、圧縮

有害ごみ（乾電池等）

分別区分

粗大ごみ 富津市環境センター

可燃ごみ 焼却・溶融 KCS

富津市環境センター

可燃ごみ 焼却・溶融 KCS

不燃ごみ 破砕選別 木更津市 クリーンセンター

選別、圧縮、梱包 リサイクル施設（民間）

可燃ごみ 溶融 KCS

不燃ごみ 破砕選別 木更津市 クリーンセンター

選別、圧縮、梱包 リサイクル施設（民間） リサイクル

不燃ごみ

（使用済小型家電）
破砕選別

君津市リサイクルプラザ

君津市リサイクルプラザ

ペットボトル

プラスチック製容器包装 圧縮梱包

資

源

ご

み

富津市環境センター

富津市環境センター

可燃ごみ 溶融 KCS

剪定枝

粗大ごみ

分別区分

有害ごみ（乾電池）

【平成29年度】

【令和6年度】

【平成29年度】

【令和6年度】

分別区分

粗大ごみ

分別区分

粗大ごみ

分別区分

有害ごみ（乾電池）

リサイクル

君津市リサイクルプラザ

ペットボトル

プラスチック製容器包装 圧縮梱包

可燃ごみ 溶融 KCS

【平成29年度】

【令和6年度】

可燃ごみ 溶融 KCS

粗大ごみ

不燃ごみ

（使用済小型家電）
破砕選別

君津市リサイクルプラザ

不燃ごみ 選別、圧縮 富津市環境センター

有害ごみ（乾電池等）

資

源

ご

み

富津市環境センター
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＜袖ケ浦市＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

積み替え 溶融 KCS
溶融（可燃残渣） KCS
リサイクル 民間業者 業者

紙類 選別、保管 民間業者
びん 選別、保管 民間業者

缶類 選別、保管 民間業者

ペットボトル 圧縮・梱包 民間業者

繊維類 保管 民間業者

使用済み小型家電 保管・、積み替え 民間業者

選別、保管 民間業者

保管・、積み替え 民間業者

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

積み替え 溶融 KCS
溶融（可燃残渣） KCS
リサイクル 民間業者

紙類 選別、保管 民間業者
びん 選別、保管 民間業者

缶類 選別、保管 民間業者

ペットボトル 圧縮・梱包 民間業者

繊維類 保管 民間業者

使用済み小型家電 保管 民間業者

刈枝・刈草 保管 民間業者

選別、保管 民間業者

保管・、積み替え 民間業者

＜館山市＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

焼却 館山市清掃センター 埋立 館山市一般廃棄物最終処分場、民間業者

リサイクル 民間業者

埋立 館山市一般廃棄物最終処分場、民間業者

焼却 館山市清掃センター

リサイクル 民間業者

焼却 館山市清掃センター

再利用 民間業者

ペットボトル 民間業者 民間業者

プラスチック製容器包装 民間業者 民間業者

古紙類 民間業者

飲料用紙パック 民間業者

リサイクル 民間業者

埋立 館山市一般廃棄物最終処分場、民間業者

焼却 館山市清掃センター

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

焼却 館山市清掃センター 埋立 館山市一般廃棄物最終処分場、民間業者

リサイクル 民間業者

埋立 館山市一般廃棄物最終処分場、民間業者

焼却 館山市清掃センター

リサイクル 民間業者

焼却 館山市清掃センター

再利用 民間業者

ペットボトル 民間業者 民間業者

プラスチック製容器包装 民間業者 民間業者

古紙類 民間業者

飲料用紙パック 民間業者

リサイクル 民間業者

埋立 館山市一般廃棄物最終処分場、民間業者

焼却 館山市清掃センター

＜鴨川市＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

選別 民間業者 リサイクル 民間業者

選別

埋立

民間業者

鴨川市天津小湊一般廃棄物最終処分

場

リサイクル 民間業者

処理 民間業者

空ビン

空カン

ペットボトル

古着

古紙
白色トレー・発泡スチロール 溶融処理、保管 鴨川清掃センター リサイクル 民間業者

小型家電 選別 民間業者 リサイクル 民間業者

保管 鴨川清掃センター リサイクル 民間業者

焼却（可燃系） 鴨川清掃センター

破砕、選別（不燃系） 安房広域粗大ごみ処理施設

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

選別 民間業者 リサイクル 民間業者

選別

埋立

民間業者

鴨川市天津小湊一般廃棄物最終処分

場

リサイクル 民間業者

処理 民間業者

空ビン

空カン

ペットボトル

古着

古紙

小型家電 選別 民間業者 リサイクル 民間業者

粗大ごみ 選別 クリーンステーション鴨川(中継施設)

白色トレー・発泡スチロール 溶融処理、保管 リサイクル 民間業者

乾電池 保管 リサイクル 民間業者

鴨川清掃センター

クリーンステーション鴨川(中継施設)

クリーンステーション鴨川(中継施設)

有害ごみ（蛍光灯）

その他
処理

分別区分

可燃ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ

資

源

ご

み

リサイクル

ガラス類 選別 民間業者

資

源

ご

み

選別、圧縮、梱包 リサイクル

選別、圧縮、梱包 リサイクル 民間業者

分別区分

可燃ごみ

分別区分

可燃ごみ

分別区分

金物類

金属類

（粗大ごみ含む）
破砕 安房広域粗大ごみ処理施設

粗大ごみ

保管 鴨川清掃センター リサイクル 民間業者

粗大ごみ 選別 鴨川清掃センター

可燃ごみ 焼却 民間業者 リサイクル 民間業者

乾電池

分別区分

金物類

ガラス・

セトモノ類

有害ごみ

選別

クリーンステーション鴨川(中継施設)

民間業者（保管はクリーンス テーション

鴨川(中継施設))

リサイクル 民間業者

保管 クリーンステーション鴨川(中継施設) リサイクル 民間業者

破砕、選別

選別、保管、資源化

【平成29年度】

処理

選別、保管、資源化

有害ごみ（蛍光灯）

その他

分別区分

可燃ごみ
不燃ごみ
粗大ごみ

【令和6年度】

金属類 選別・圧縮・破砕
（仮称）館山市清掃センター粗大ごみ

処理施設

ガラス類 選別 民間業者

選別 民間業者（保管は鴨川清掃センター) リサイクル 民間業者

ガラス・

セトモノ類

有害ごみ

資

源

ご

み

選別、圧縮、梱包 リサイクル

選別、圧縮、梱包 リサイクル 民間業者

粗大ごみ 選別・圧縮・破砕
（仮称）館山市清掃センター粗大ごみ

処理施設

袖ケ浦クリーンセンター

袖ケ浦クリーンセンター

資

源

ご

み

リサイクル

資

源

ご

み

資

源

ご

み

【平成29年度】

【令和6年度】

【平成29年度】

【令和6年度】

可燃ごみ 焼却 鴨川清掃センター リサイクル 民間業者

破砕 安房広域粗大ごみ処理施設
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＜南房総市：富浦、富山及び三芳地区＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 青木山一般廃棄物最終処分場
リサイクル 民間業者
リサイクル 民間業者
破砕、選別 安房広域粗大ごみ処理施設

選別 民間業者 破砕 大谷クリーンセンター
空ビン 選別 民間業者 保管、リサイクル 民間業者
空カン 選別、圧縮、保管 大谷クリーンセンター リサイクル 民間業者

ペットボトル 選別 民間業者 保管、リサイクル 民間業者
古紙・布類 選別、保管 大谷クリーンセンター リサイクル 民間業者

破砕、焼却（可燃物） 大谷クリーンセンター
破砕、選別 安房広域粗大ごみ処理施設

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 青木山一般廃棄物最終処分場
リサイクル 民間業者
リサイクル 民間業者
破砕、選別 民間業者

選別 民間業者 破砕 大谷クリーンセンター
空ビン 選別 民間業者 保管、リサイクル 民間業者

空カン 選別、圧縮、保管 大谷クリーンセンター リサイクル 民間業者
ペットボトル 選別 民間業者 保管、リサイクル 民間業者
古紙・布類 選別、保管 大谷クリーンセンター リサイクル 民間業者

破砕、焼却（可燃物） 大谷クリーンセンター
破砕、選別 民間業者

＜南房総市：白浜地区＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

焼却 民間業者
選別 白浜清掃センター リサイクル 民間業者

破砕 白浜清掃センター 埋立 千倉一般廃棄物最終処分場
空ビン リサイクル 民間業者
空カン リサイクル 民間業者

ペットボトル リサイクル 民間業者
プラスチック製容器包装 リサイクル 民間業者

その他プラスチック リサイクル 民間業者

古紙・布類 リサイクル 民間業者
乾電池 リサイクル 民間業者

処理困難物 リサイクル 民間業者
小型家電 リサイクル 民間業者

焼却（可燃系） 民間業者

リサイクル 民間業者
破砕、選別（不燃系） 安房広域粗大ごみ処理施設

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

焼却 民間業者
選別 白浜清掃センター リサイクル 民間業者
破砕 白浜清掃センター 埋立 千倉一般廃棄物最終処分場

空ビン リサイクル 民間業者
空カン リサイクル 民間業者

ペットボトル リサイクル 民間業者

プラスチック製容器包装 リサイクル 民間業者
その他プラスチック リサイクル 民間業者

古紙・布類 リサイクル 民間業者
乾電池 リサイクル 民間業者

処理困難物 リサイクル 民間業者
小型家電 リサイクル 民間業者

焼却（可燃系） 民間業者
リサイクル 民間業者
破砕、選別（不燃系） 民間業者

＜南房総市：千倉、丸山及び和田地区＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

積み替え 白浜清掃センター 焼却（可燃系） 民間業者
選別 千倉清掃センター リサイクル 民間業者
破砕 千倉清掃センター 埋立 千倉一般廃棄物最終処分場

空ビン リサイクル 民間業者
空カン リサイクル 民間業者

ペットボトル リサイクル 民間業者
プラスチック製容器包装 リサイクル 民間業者

その他プラスチック リサイクル 民間業者
古紙・布類 リサイクル 民間業者

乾電池 リサイクル 民間業者
処理困難物 リサイクル 民間業者
小型家電 リサイクル 民間業者

焼却（可燃系） 民間業者
リサイクル 民間業者
破砕、選別（不燃系） 安房広域粗大ごみ処理施設

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

積み替え 白浜清掃センター 焼却（可燃系） 民間業者
選別 千倉清掃センター リサイクル 民間業者

破砕 千倉清掃センター 埋立 千倉一般廃棄物最終処分場
空ビン リサイクル 民間業者
空カン リサイクル 民間業者

ペットボトル リサイクル 民間業者
プラスチック製容器包装 リサイクル 民間業者

その他プラスチック リサイクル 民間業者
古紙・布類 リサイクル 民間業者

乾電池 リサイクル 民間業者
処理困難物 リサイクル 民間業者
小型家電 リサイクル 民間業者

焼却（可燃系） 民間業者

リサイクル 民間業者
破砕、選別（不燃系） 民間業者

【平成29年度】

【令和6年度】

【平成29年度】

【令和6年度】

【平成29年度】

分別区分

可燃ごみ
金物類
ガラス・セトモノ類

分別区分

可燃ごみ

資

源
ご
み

選別 白浜清掃センター

資
源
ご
み

選別 白浜清掃センター

粗大ごみ 選別 千倉清掃センター

粗大ごみ 選別 千倉清掃センター

資
源

ご
み

選別 千倉清掃センター

資
源
ご
み

選別 千倉清掃センター

【令和6年度】

金物類

ガラス・セトモノ類

分別区分

可燃ごみ
金物類
ガラス・セトモノ類

分別区分

粗大ごみ 選別 白浜清掃センター

粗大ごみ 選別 白浜清掃センター

金物類

ガラス・セトモノ類

可燃ごみ

資
源
ご
み

粗大ごみ 選別 大谷クリーンセンター

可燃ごみ 焼却 大谷クリーンセンター

不燃ごみ・小型家電製品 選別 大谷クリーンセンター

資

源
ご
み

粗大ごみ 選別 大谷クリーンセンター

ガラス・セトモノ類

分別区分

ガラス・セトモノ類

分別区分

可燃ごみ 焼却 大谷クリーンセンター

不燃ごみ・小型家電製品 選別 大谷クリーンセンター
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＜鋸南町＞

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 青木山一般廃棄物最終処分場

埋立 民間業者

リサイクル 民間業者

破砕、選別 安房広域粗大ごみ処理施設

選別 民間業者 破砕 大谷クリーンセンター

空ビン 選別 民間業者 保管、リサイクル 民間業者

空カン 選別、圧縮、保管 大谷クリーンセンター リサイクル 民間業者

ペットボトル 選別 民間業者 保管、リサイクル 民間業者

古紙・布類 選別、保管 大谷クリーンセンター リサイクル 民間業者

破砕、焼却（可燃物） 大谷クリーンセンター

破砕、選別 安房広域粗大ごみ処理施設

1次処理方法 処理施設等 2次処理方法 処理施設等

埋立 青木山一般廃棄物最終処分場
埋立 民間業者

リサイクル 民間業者

破砕、選別 民間業者

選別 民間業者 破砕 大谷クリーンセンター
空ビン 選別 民間業者 保管、リサイクル 民間業者

空カン 選別、圧縮、保管 大谷クリーンセンター リサイクル 民間業者

ペットボトル 選別 民間業者 保管、リサイクル 民間業者

古紙・布類 選別、保管 大谷クリーンセンター リサイクル 民間業者

破砕、焼却（可燃物） 大谷クリーンセンター

破砕、選別 民間業者

資

源

ご

み

選別 大谷クリーンセンター

【平成29年度】

ガラス・セトモノ類

可燃ごみ 焼却 大谷クリーンセンター

不燃ごみ・小型家電製品 選別 大谷クリーンセンター

分別区分

分別区分

ガラス・セトモノ類

可燃ごみ 焼却 大谷クリーンセンター

不燃ごみ・小型家電製品 選別 大谷クリーンセンター

資

源

ご

み

粗大ごみ 選別 大谷クリーンセンター

【令和6年度】

粗大ごみ
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(3) 処理施設等の整備 

ア 廃棄物処理施設 

本地域内の廃棄物処理施設は老朽化が著しく、効率的なエネルギーや資源の回収・

有効利用が困難なことから、廃棄物の安定処理とより一層の資源循環型社会構築のた

め、表４のとおり必要な施設の整備を行う。 

なお、第２次計画にて整備する施設も併せて示す。 

 

表４ 整備する処理施設 

事

業 

番

号 

整備施設種類 

施設名 
事  業  名 

処理 

能力 

設置 

予定地 

事業期間 

(全体事業

期間) 

国土 

強靭化 

１ 

第２期君津地

域広域廃棄物

処理施設 

君津地域４市及び安

房地域２市１町エネ

ルギー回収型廃棄物

処理施設整備事業 

486ｔ/日 富津市 
R4～R5 

（R4～R8） 

袖ケ浦市 

国土強靭化 

地域計画 

２ 
館山市清掃セ

ンター 

館山市清掃センター

基幹的設備改良事業 
100ｔ/日 館山市 R3～R5 － 

３ 
袖ケ浦市スト

ックヤード 

袖ケ浦市マテリアル

リサイクル推進施設

整備事業 

200.00 

㎡ 
袖ケ浦市 H30 － 

４ 

（仮称）館山市

清掃センター

粗大ごみ処理

施設 

館山市マテリアルリ

サイクル推進施設整

備事業 

3ｔ/日 館山市 R4 － 

５ 

クリーンステ

ーション鴨川

(中継施設)ス

トックヤード 

鴨川市マテリアルリ

サイクル推進施設整

備事業 

282 ㎡ 鴨川市 R3 

鴨川市 

国土強靭化 

地域計画 

６ 

（仮称）南房総

市資源ごみス

トックヤード 

南房総市マテリアル

リサイクル推進施設

整備事業 

200 ㎡ 南房総市 (R6～R8) － 

７ 

クリーンステ

ーション鴨川

(中継施設) 

鴨川市廃棄物運搬中

継施設整備事業 
42ｔ/日 鴨川市 R2～R4 

鴨川市 

国土強靭化 

地域計画 

８ 

(仮称)南房総

市可燃ごみ中

継施設 

南房総市廃棄物運搬

中継施設整備事業 
59ｔ/日 南房総市 (R6～R8) － 

９ 

（仮称）南房総

市汚泥再生処

理センター 

南房総市有機性廃棄

物リサイクル推進施

設整備事業 

67kL/日 南房総市 R3～R5 

南房総市 

国土強靭化 

地域計画 

10 

君津市衛生セ

ンター 

（汚泥再生処

理センター） 

君津市有機性廃棄物

リサイクル推進施設

整備事業 

60kL/日 君津市 R2～R4 

君津市 

国土強靭化 

地域計画 
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（整備理由） 
事業番号 １：既存施設の老朽化、処理の集約、エネルギーの高効率回収・有効利用の促進 
事業番号 ２：既存施設の老朽化、延命化 
事業番号 ３：建築当初と比べリサイクル品目の細分化（使用済小型電子機器等の再資源化の

促進に関する法律（平成 24 年法律第 57 号。以下「小型家電リサイクル法」と
いう。）に基づくリサイクル等）やリサイクルの推進に伴う搬入量の増加による
処理能力の不足ため 

事業番号 ４：既存施設の老朽化に伴うマテリアルリサイクルの推進 
事業番号 ５：中継施設整備に伴うマテリアルリサイクルの推進 

事業番号 ６：中継施設整備に伴うマテリアルリサイクルの推進 

事業番号 ７：既存施設の老朽化に伴う処理の集約・効率化及び広域化 

事業番号 ８：既存施設の老朽化に伴う処理の集約・効率化及び広域化 

事業番号 ９：既存施設の老朽化、処理の集約・効率化、汚泥の助燃剤化・有効利用の促進 
事業番号 10：既存施設の老朽化、汚泥の助燃剤化・有効利用の促進 
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イ 合併処理浄化槽の整備 

構成区域の合併処理浄化槽の整備については、表５のとおり行う。 

 

表５ 合併処理浄化槽への移行計画 

 

 

 

  

直近の整備済
基数（基）

（平成29年度）

整備計画
基数
（基）

整備計画
人口
（人）

事業期間 国土強靭化

 浄化槽設置整備事業 38 360 1,864 H28～R5

 公共浄化槽等整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 38 360 1,864

 浄化槽設置整備事業 29 140 390 R2～R5

 公共浄化槽等整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 29 140 390

 浄化槽設置整備事業 7 150 790 R1～R5

 公共浄化槽等整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 7 150 790

 浄化槽設置整備事業 25 175 623 H29～R5

 公共浄化槽等整備推進事業

 その他地方単独事業

計 25 175 623

 浄化槽設置整備事業 8 210 443 H29～R5

 公共浄化槽等整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 8 210 443

 浄化槽設置整備事業 27 370 1,168 H29～R5

 公共浄化槽等整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 27 370 1,168

 浄化槽設置整備事業 30 570 1,492 H29～R5

 公共浄化槽等整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 30 570 1,492

 浄化槽設置整備事業 4 45 225 H29～R5

 公共浄化槽等整備推進事業 0 0 0

 その他地方単独事業 0 0 0

計 4 45 225

168 2,020 6,995

事 業

合 計

木
更
津
市

君
津
市

富
津
市

袖
ケ
浦
市

館
山
市

鴨
川
市

南
房
総
市

鋸
南
町

鴨川市
国土強靭化
地域計画

南房総市
国土強靭化
地域計画

－

木更津市
国土強靭化
地域計画

君津市
国土強靭化
地域計画

富津市
国土強靭化
地域計画

袖ケ浦市
国土強靭化
地域計画

館山市
国土強靭化
地域計画
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(4) 施設整備に関する計画支援事業 

 (3)の施設整備に先立ち、表６のとおり計画支援事業を行う。 

 

表６ 実施する計画支援事業 

事業

番号 
事   業   名 事業内容 事業期間 

31 

君津地域４市及び安房地域２市１町エネルギー

回収型廃棄物処理施設整備（事業番号１）に   

係る事業者選定アドバイザリー業務 

アドバイザリー業務 R1 

君津地域４市及び安房地域２市１町エネルギー

回収型廃棄物処理施設整備（事業番号１）に   

係る環境影響評価事業 

環境影響評価 R2～R4 

32 
館山市清掃センター基幹的設備改良（事業番号

２）に係る発注準備・入札支援事業 

基幹的設備改良工事 

実施設計 
R2 

33 

南房総市資源ごみストックヤード整備（事業番

号６）に係る測量及び地質調査事業 
測量、地質調査 R4 

南房総市資源ごみストックヤード整備（事業番

号６）に係る生活環境影響調査事業 
生活環境影響調査 R4～R5 

南房総市資源ごみストックヤード整備（事業番

号６）に係る計画支援事業 

基本設計、発注支援、 

事業者選定業務 

R4～R5 

（R4～R6） 

34 

南房総市廃棄物運搬中継施設整備（事業番号８）

に係る測量及び地質調査事業 
測量、地質調査 R4 

南房総市廃棄物運搬中継施設整備（事業番号８）

に係る生活環境影響調査事業 
生活環境影響調査 R4～R5 

南房総市廃棄物運搬中継施設整備（事業番号８）

に係る計画支援事業 

基本設計、発注支援、

事業者選定業務 

R4～R5 

（R4～R6） 

35 

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備

（事業番号９）に係る測量及び地質調査事業 
測量、地質調査 H30～R1 

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備

（事業番号９）に係る生活環境影響調査事業 
生活環境影響調査 H30～R1 

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備

（事業番号９）に係る造成設計事業 
造成設計 H30～R2 

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備

（事業番号９）に係る計画支援事業 

基本計画、基本設計、 

発注支援業務 
H30～R2 

36 

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備

（事業番号 10）に係る測量及び地質調査事業 
測量、地質調査 H30 

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備

（事業番号 10）に係る基本計画事業 
基本計画 H30 

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備

（事業番号 10）に係る生活環境影響調査事業 
生活環境影響調査 H30 

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備

（事業番号 10）に係る事業者選定支援事業 
事業者選定支援 R1 
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(5) 廃棄物処理施設における長寿命化総合計画策定支援事業 

 (3)の施設整備に先立ち、表７のとおり長寿命化計画支援事業を行う。 

 

表７ 実施する長寿命化総合計画策定支援事業 

事業

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

37 
館山市清掃センター基幹的設備改良（事業番号

２）に係る調査事業 
長寿命化総合計画策定 R1 

 

 

 (6) その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成するうえで、次の施策を実施していく。 

ア 構成市町が収集・処理を行わないごみについての対応・普及啓発 

家庭から排出される一般廃棄物であっても、構成市町で処理することが困難な消火

器、タイヤ、バッテリー等の処理困難物や、家電リサイクル法に基づくリサイクル品

目などについては、適正な処理方法や処理が可能な民間業者等の情報提供など、適切

な回収、再商品化がなされるよう、関連団体や小売店などと協力して普及啓発を行う。 

イ 不法投棄対策 

構成市町では、不法投棄は美観を損ねるだけでなく、環境汚染の原因にもなること

から、投棄物の早期撤去を図っている。 

また、県と関係機関による合同パトロール、環境保全指導員等と構成市町による監

視活動などを実施するとともに、多発箇所に不法投棄防止看板や不法投棄防止用監視

カメラを設置するなど未然防止に努めており、今後も、こうした施策を推進していく。 

ウ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

構成市町はそれぞれが定める災害廃棄物処理計画に基づき、災害時の一般廃棄物及

び災害により発生する廃棄物について収集・運搬、処理・処分が迅速に行えるよう、

災害時の仮置き場の候補地を検討するなど災害時の相互協力に備えるとともに、県、

近隣自治体との連携を図りながら対策を講じていく。 

 

４ 計画のフォローアップと事後評価 

(1) 計画のフォローアップ 

構成市町は、毎年、計画の進捗状況を把握し、必要に応じて計画の見直しを行う。 

 

 (2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間の最終年度において、計画の進捗状況を把握し、その結果が取りまとまった

時点で、計画の事後評価、目標達成状況の検証・評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものと

する。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直す 

ものとする。 
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添付資料１ 対象地域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地域 

木更津市・君津市・富津市・

袖ケ浦市・館山市・鴨川市・

南房総市・鋸南町 

面  積  1,334.72 ㎢ 

人  口 
448,765 人 

（平成 30 年９月１日現在） 
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添付資料２ 目標の設定に関するグラフ等 

 

１ 人口、事業所数、エネルギー回収量及びごみ排出量の推移 

 

２ ごみ処理量の推移 
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３ 生活排水処理形態別人口及び汚水衛生処理率の推移 

 

 
 

 

 

４ し尿量及び浄化槽汚泥量の推移 
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添付資料３ 構成市町におけるごみ発生抑制・再使用に係る施策 

構成市町で実施している環境教育・普及啓発・助成等のごみ減量化施策を以下に示す。

 

ア 木更津市 

① 生活系ごみの減量化・資源化の推進 

○減量化・資源化への意識啓発  

積極的な情報発信、リサイクルフェア・施設見学会・講演会・出前講座等の開

催による意識啓発の取組みを行うとともに、未来の木更津市を担う市内小中学校

の児童・生徒へ現在の木更津市のごみ処理の現状、今後の環境への取組みでの課

題などの情報を積極的に発信し、環境教育の充実を図り、その他さまざまな啓発

普及の取組みを積極的に行っていきます。  

 

○資源ごみ集団回収の促進  

子供会等の登録団体及び回収品引取事業者組合に対して、資源ごみ集団回収助

成金を交付し、資源ごみ集団回収活動を支援します。  

なお、資源ごみ集団回収量が減少傾向となっていることから、実施団体数や回

収量の増加に向けた啓発等の取組みを強化します。  

 

○食品ロス削減についての取組み  

本市で現在掲げている「オーガニックなまちづくり」の一環でもある“食品ロス

削減”に向けた取組みを、千葉県で実施している「千葉食べきりエコスタイル」を

もとに、食品ごみを減らす取組みを進めていきます。具体的な取組みとして、家庭

での食事や、レストラン、宴会など食事の際に「食べきり」を意識すること、たく

さんの量を必要としないときは「ばら売り」、「量り売り」、「少量パック」など

を有効に利用して必要以上に購入しないよう心がけること、などの啓発をしていき

ます。

○生ごみの減量化の推進  

現在、市内の保育園の調理過程で発生する生ごみや、食べ残しの堆肥化処理を

行っており、今後、小中学校から発生する生ごみについても堆肥化処理を進める

とともに、食品ロス削減に向け、更なる生ごみの減量化を推進します。  

また、生ごみ肥料化容器（肥料化容器・機械式処理機）を購入設置した市民に

対して、助成金を交付し、生ごみの減量化を推進します。  

 

○レジ袋等の減量の推進  

買い物時にはマイバッグを持参し、レジ袋をもらわないことや、過剰包装を断

る、使い捨ての商品を買わないようにすることなど、一人の消費者としてできる

取組みを啓発し、生活系ごみの中で大量に排出されているレジ袋等の減量を推進

します。 

 

○指定ごみ袋制度・ごみ有料化の継続実施  

「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「びん・かん・ペットボトル」、「容器包

装プラスチック」の指定ごみ袋制度を継続していきます。  

また、「燃やせるごみ袋」及び「燃やせないごみ袋」に対する有料化については、

今後も手数料水準の検証等を行いながら現行制度を維持していきます。  

 

○粗大ごみの有料戸別収集制度の継続実施  

「粗大ごみ」の電話予約による有料個別収集については、耐久消費財を安易に
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廃棄物として排出することを抑制し、大切に使用する意識を高めることを目的と

しており、引き続き制度を継続していきます。  

 

② 事業系ごみの減量化・資源化の推進 

○事業系ごみの減量化・資源化の徹底  

事業活動によって生じるごみは、事業者自らの責任において適正に処理しなけ

ればならないこと、ごみの減量化・資源化に努め、国や市の施策に積極的に協力

しなければならないことについて周知徹底するとともに、排出や分別、資源化、

生活系ごみへの混入抑制等についての指導を強化します。  

 

○小規模事業所への指導の徹底  

従業員数が１～４人の小規模事業所に対して、ごみステーションへのごみ排出

の禁止や、分別、資源化、生活系ごみへの混入抑制等についての指導を強化、徹

底します。  

 

○多排出事業所への指導の徹底  

事業用大規模建築物（大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗及び事

業の用に供する部分の床面積が 3,000 ㎡以上の建物）の所有者に対し、事業系廃

棄物の種類、発生量の見込み、再生利用の方策に関する事項等を定めた「事業系

廃棄物の減量化及び資源化に関する計画」の提出を求め、計画に沿った適正な処

理と減量化・資源化目標の達成について指導を行います。  

 

○事業系ごみ搬入車両の展開・開被検査等の実施  

ア 不適正搬入の防止と、事業系ごみの分別の徹底を図るため、収集運搬許可

業者が君津地域広域廃棄物処理施設に搬入する際に、車両の展開・開被検査

を実施します。  

イ 事業系ごみをクリーンセンターに搬入する際に、搬入されるごみの確認を

行い、不適正な搬入を行っている事業者に対しては指導を行います。  

 

○拡大生産者責任の徹底  

生産者が製品の生産・使用段階だけでなく、廃棄・リサイクル段階まで責任を

負う「拡大生産者責任」の考え方に基づき、事業者は自らの責任において、ごみ

そのものを発生させない製品の開発や販売、製品や容器が再使用・再生利用され

やすいような仕組みの整備、販売した製品で使用後に再使用・再生利用可能なも

のの自主回収に努めることなど、拡大生産者責任の徹底を働きかけます。 

 

○事業所アンケート調査の実施  

市内の事業所のごみ減量やリサイクルに関する取組み等の実態を把握し、今後

の施策展開の参考とするため、事業所アンケート調査を継続的に実施します。  

 

○事業系ごみ処理手数料の適正化  

ごみ処理経費（コスト）に対する負担率や、近隣自治体とのバランス等を考慮

しながら、負担の適正化を図るための定期的な見直しを行っていきます。  

なお、見直しに当たっては、現行の料金体系にとらわれることなく、資源化に

対するインセンティブ導入等についても検討し、事業系ごみの減量化・資源化を

推進していきます。 

 

③ 市民参加による減量化・資源化の推進 

○各種団体への支援  
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ごみの減量やリサイクルに自主的に取組んでいる団体・グループ等の活動内容

を紹介し、活動への参加を呼びかけるとともに、その活動に対する支援を行いま

す。  

 

○市民や各種団体によるイベント等への支援  

市民及び各種団体等が主催するフリーマーケットやバザーなどのイベントを支

援し、ごみの排出抑制と再使用（リユース）を推進します。  

 

○リサイクルフェアの開催  

ごみに対する市民の関心を高め、ごみの減量化・資源化等の取組みに理解と協

力を得るため、毎年 1 回リサイクルフェアを開催します。 

  

○市民意見の聴取  

ア  一般廃棄物の減量化、資源化及びその適正処理の推進に関する事項、その

他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査及び審議する

ため、木更津市廃棄物減量等推進審議会を設置します。  

イ 平成 28 年９月に実施した「ごみ減量・リサイクルに関する市民アンケート

調査」を継続的に実施し、市民の日常生活におけるごみ減量やリサイクルに

関する取組み、ごみ処理に対する市民のさまざまな意見を把握し、これを施

策に反映させていきます。  

ウ 施設見学会・講演会・出前講座等において意見交換の場を設けることや、

イベント来場者やクリーンセンター利用者へのアンケート実施など、市民や

事業者の声を聞く機会を積極的に作り、市民の視点に立った施策展開を図っ

ていきます。  

 

○環境美化活動の推進  

ア 「まちをきれいにする条例」に基づき、ごみの散乱防止と地域の生活環境

美化の促進及び美観風致維持のため、市が清掃活動を計画し、市民、地域団

体等と連携し「ゴミゼロ運動」をはじめとする「まちをきれいにする運動」

を推進します。  

イ 地域住民・団体・法人等が自主的に取組む、地域による、まちをきれいに

していく実質的な美化活動を市が支援し、環境美化を推進していきます。 

 

④ 事業者との連携 

○事業者による自主回収ルートの活用 

食品トレイ、紙パック、廃食油、プリンタートナー、充電式電池など、小売店

等の店頭回収や民間事業者による自主回収ルートを活用します。また、このルー

トが市民に積極的に活用されるよう、さまざまな媒体による情報提供を行います。  

 

○リサイクル協力店の普及と利用促進  

マイバッグ持参の呼びかけ、簡易包装の実施、資源物の自主回収など、自らが

ごみの減量化・資源化に積極的に取組むよう、事業者に対して要請していきます。

また協力していただける店・事業所を「リサイクル協力店」として把握し、市民

に積極的に利用されるよう、ＰＲを行います。  

 

○事業者との意見交換 

排出事業者や収集運搬業者等との意見交換会の開催や、事業所アンケートの実

施など、事業者の意見を聞く機会を積極的に作り、これを施策に反映させていき

ます。 
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⑤ 情報共有の推進 

○情報提供の充実  

ア 「ごみ出しカレンダー」及び「ごみ分別ガイドブック」を発行し、ごみの

分別やごみ出しのルール、リサイクルに関する情報を提供します。  

イ 毎月発行されている「広報きさらづ」に、減量化・資源化をＰＲするため

のコーナーを継続掲載するとともに、必要に応じた情報提供を行います。  

ウ 木更津市ホームページにより発信する情報を、質・量ともに充実させます。 

エ 毎年開催する「リサイクルフェア」や各種会合等においても、積極的な啓

発活動を行います。  

 

○中間処理施設・再商品化施設等の見学会の開催  

君津地域広域廃棄物処理施設やリサイクル施設など、ごみや資源が実際にどの

ように処理されているのか、市民に直接見ていただくために、施設見学会を開催

します。  

 

○ごみ減量とリサイクルの出前講座の開催  

ごみの減量化、資源化やさまざまなごみ問題について、一層の理解と関心を持

ってもらうため、自治会や学校、その他各種グループ等からの要請に応じて、出

前講座を開催します。 

 

イ 君津市 

① 家庭系ごみの対策 

〇指定ごみ袋の有料化 
ごみ処理に係る排出者の費用負担は、排出量に応じた負担の公平化や住民の意

識改革を進めるとともに、ごみの排出抑制や再生利用促進の効果が期待されてい

ますが、費用負担は排出者に影響もあることから、手数料水準の検証や、先進事

例等を勘案し、必要に応じて料金の見直しを検討します。  
 

〇グリーンコンシューマーの推進 

環境に配慮した計画的・合理的な消費行動を実践するため、グリーンコンシュ

ーマーに関する情報提供を推進します。  
 

〇生ごみ処理機等の購入費助成 

生ごみ減量化対策の一環として肥料化容器（コンポスト及び生ごみ処理容器）

及び家庭用生ごみ処理機を購入する市民に対して購入費の一部を助成しています。 
 

〇生ごみ等の水切りの徹底 

生ごみ等の水切りを徹底することで、ごみ重量の減量を図ることができます。  
市民・事業者への周知を図ります。  

 

〇ごみ減量化・再資源化協力店の拡大 

市内において簡易包装等の減量化策を積極的に実施する「ごみ減量化・再資源

化協力店」への参加を呼びかけるとともに、市民に対してＰＲし、消費者と協力

店の相互協力によるごみの減量化・再資源化を推進します。  
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② 資源ごみの対策 

〇資源ごみ分別収集事業 

資源ごみの収集量に応じ、当該ステーションを管理する自治会に対し、「資源ご

み回収事業推進協力団体交付金」を交付しています。  
リサイクル率の向上のためには、資源ごみ収集量の増加が必要であり、分別方

法やリサイクルに関する情報を発信し、市民の意識啓発を図ります。  
 

〇集団回収推進事業 

ＰＴＡや子ども会等の団体で、有価物となる新聞紙、雑誌、ダンボール、飲料

用紙パック、衣類、生きびん、アルミ缶、スチール缶を集めて回収業者に引き渡

した場合、収集量に応じて回収団体及び回収組合に助成金を交付しています。  
集団回収は、親のみならず子どもたちも回収に参加することにより、環境学習

の場となり、リサイクル意識の向上に役立っています。  
実施団体の増加を目指し、引き続き、周知を図ります。  

 

〇リサイクル品情報交換コーナーの設置 

市役所にリサイクル品情報交換コーナーを設け、市民から寄せられたリサイク

ル情報を公開するとともに、ホームページに掲載することで、市民間の不用品の

再使用を促進しています。  
 

〇使用済み小型家電の回収 

ごみの減量化・再資源化を促進するため、小型家電を回収しています。  
今後、リサイクル率の向上のため、品目の拡大について検討します。  

 

〇中間処理施設での再資源化 

君津市リサイクルプラザにおいて、不燃ごみ、粗大ごみの破砕・選別処理を行

うとともに、資源ごみとして収集したアルミ缶・スチール缶の圧縮処理を行い、

金属類等の有価物を取り出し、再資源化しています。  
可燃ごみ及び残渣等は、君津地域広域廃棄物処理施設にて溶融処理を行い、溶

融処理に伴って発生するスラグは路盤材等、メタルは重機のカウンターウエイト

等に再資源化されています。  
引き続き、中間処理施設での再資源化を実施します。  

 

③ 事業系ごみの対策 

〇事業系一般廃棄物の減量計画書の提出  
多量排出事業者又は事業用大規模建築物の所有者に対して、事業系一般廃棄物

の減量計画書の提出を求めています。  
事業者ごとに減量計画を立てていますが、提出された計画の内容を精査し、減

量化・再資源化に向けた指導を行います。  
 

〇リサイクル品の利用促進 

事業者に対して、積極的にリサイクル製品や環境に配慮した製品を活用するよ

う要請します。  
 

〇事業者の主体的な再資源化 

事業所から排出される資源ごみについてもリサイクル業者等を紹介し、主体的

な再資源化への取組を要請します。  
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〇食品ロスの削減 

事業系ごみからは、可食部分を残した食品や賞味期限切れの食品が排出されて

いるため、数量や作業工程等の見直しを要請します。  
 

〇事業系ごみの分別の徹底 

事業者に対して、排出者責任や生産者責任を踏まえ、事業系一般廃棄物につい

て、排出抑制と再資源化の向上を推進します。  
また、一般廃棄物・産業廃棄物の分別を徹底させるために周知を行います。  

 

④ 排出ルールの適正化 

〇きみつクリーンカレンダー  

可燃ごみ、不燃ごみ、有害ごみ、粗大ごみ及び資源ごみの収集日を記載したき

みつクリーンカレンダーを作成し、自治会回覧及び市内のアパート・自治会未加

入世帯へポスティングすることで適正排出を促進します。  
 

〇きみつクリーンガイドブック 

きみつクリーンガイドブックを作成し、分別方法や排出方法、リサイクル対象

家電等の処分方法について周知を図ります。  
 

〇転入者等への対策  

新たに市民となった方にも、きみつクリーンカレンダー及びきみつクリーンガ

イドブックを配布し、ごみの適正処理について周知を図ります。  
 

〇処理困難物の処理 

市で処理することができない一般廃棄物について、きみつクリーンガイドブッ

クやホームページ等により、適正な処理方法の周知に努めます。  
 

〇資源ごみステーション管理物品の貸与  

資源ごみ飛散防止用のネットを貸与し、資源ごみステーションの適正管理を推

進します。  
また、収集車両及び中間処理施設での火災防止の観点から、エアゾール缶のガ

ス抜き用物品も貸与し、適正処理を推進します。  
 

〇公共用ごみ袋  

自治会の役員や君津市廃棄物減量等推進員などに、地域のごみステーションの

管理を目的として公共用ごみ袋を配布しています。  
また、公共用ごみ袋は、公共用地のボランティア清掃を行う際にも配布してい

ます。  
 

〇警告シール 

違反ごみが排出された場合、ごみステーションへ違反ごみを残し、警告シール

貼り、ごみの適正排出を促進します。  
 

〇違反者指導  
違反ごみの排出者が特定できた際は、違反者に対し、適正処理に努めるよう指

導します。  
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〇ごみステーションの管理  
資源ごみの分別収集開始に伴い、自治会にて「立ち当番」の実施をお願いし、

適正処理にご協力いただいていますが、当番者の負担にもなっていることから、

今後のごみステーションの管理方法等について検討します。  
 

〇特別管理一般廃棄物への対応  

在宅医療の増加に伴い、医療系廃棄物の増加が予想されます。医療系廃棄物に

ついては、適正な処理・回収ルートを活用するよう啓発します。  
 

⑤ 廃棄物の処理体制 

〇収集運搬の許可  
ごみ量の変化を捉え、将来の推計を見極めながら、過不足等を考慮して許可の

要否を判断します。  
 

〇収集頻度の見直し 

ごみの種類ごとの収集頻度について、市民の意見を踏まえながら、見直しにつ

いて検討します。  
 

〇ごみ処理の安定化  

可燃ごみ及び不燃ごみ、粗大ごみの残渣については、君津地域広域廃棄物処理

施設にて、安全で安定したごみ処理を実施します。  
 

〇最終処分量の削減  

ごみの発生抑制や分別の強化により、埋立量の削減を図ります。  
   溶融処理で発生した飛灰を埋め立てする最終処分場の確保に努めます。  
 

⑥ 環境学習 

〇きれいな街づくり推進事業啓発ポスター  

市内の小中学生から、ごみの減量化、リサイクルの推進、地域の環境美化の促

進と保護に対する意識を高めるためのポスターを募集し、意識啓発に努めます。  
 

〇まちづくりふれあい講座  

職員が出向くまちづくりふれあい講座により、ごみの適正処理等に関する情報

提供、意識啓発に努めます。  
 

〇施設見学  
処理施設等の施設見学を実施し、ごみの減量化、分別徹底の必要性について啓

発活動を行います。  
 

〇コミュニケ―ションの充実  

市民・事業者から意見等を募集し、今後の取組を検討します。  
   

〇学校における環境学習  
子どもたちに循環型社会の構築に向けた知識と行動を習得してもらうため、学

校での環境学習を推進します。  
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⑦ その他の対策 

〇君津市廃棄物減量等推進員の委嘱  

廃棄物の排出の抑制、再利用及び一般廃棄物の適正な処理並びに地域の清潔の

保持に関する市の施策への協力その他の活動を行う、君津市廃棄物減量等推進員

を委嘱しています。 

   

〇君津市廃棄物減量等推進審議会の設置  

廃棄物の排出の抑制、再利用及び適正な処理の推進に関する事項等について、

市長の諮問に応じ調査及び審議をするため、君津市廃棄物減量等推進審議会を設

置しています。委員は、市議会議員、学識経験者、事業者の代表及び市民の代表

などで構成されています。  
 

〇環境美化の推進  

ごみの散乱を防止し、よりよい環境づくりを目的として、環境美化の日前後に

「散乱ごみ一掃クリーン作戦」を実施するとともに、市民・事業者・行政が一体

となった環境美化活動に取り組みます。  
 

〇不法投棄対策  
不法投棄を防止するため、環境監視員や不法投棄監視員によるパトロールを行

い、不法投棄多発重点地区には移動式の監視カメラを設置します。また、行為者

が判明した場合は、県及び警察と連携して厳しく対処する等、不法投棄をさせな

い環境づくりに努めます。  
土地所有者・管理者に、柵や看板の設置を促す等、不法投棄に対する注意を呼

びかけます。  
 

〇災害廃棄物処理計画の策定  
国の防災基本計画、県の地域防災計画及び君津市地域防災計画等に基づき、災

害時の廃棄物の処理に関する具体的な行動に関する計画を策定しました。  
 

ウ 富津市 

① 行政における方策 

○教育、啓発活動の充実 

・学校における環境学習 

環境を守り、資源を大切にする心を育み、効果的な行動を促すために小・中学

校での環境学習を推進します。 

・学習機会の創造 

市民が気軽に参加し、環境保全や資源循環に対する知識と行動を習得してもら

うために各種の学習機会を設けます。 

・情報提供 

市民・事業者に、循環型社会を形成するための取り組みに関する情報等を広報、

ホームページ、説明会等を介して提供します。 

・地域における活動の活性化 

地域ごとの特性を踏まえた行動の促進及び拡大を図るため、地域における活動

の情報収集及び情報提供を推進します。 

・事業者の発生抑制・資源化 

市は、事業者が自らの責任を自覚し、過剰包装・流通包装廃棄物の抑制、店頭

回収の実施、再生品の利用・販売等を積極的に取り組むよう指導を徹底します。

事業所を戸別に訪問し、啓発用パンフレットの配布、指導、協力の要請等を行い

ごみの発生抑制を促進します。 
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また、市民との協働による取り組み、事業者間の再生資源の流通等に関しては、

情報提供や協議・検討の場の提供などにより活動を支援します。 

 

○手数料の見直し 

可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみ、容器包装プラスチックについては、指定袋制

により手数料を徴収していますが、ごみ処理経費の適正負担を図り、ごみの発生

抑制・資源化の行動を促進するために手数料の見直しを検討します。 

 

○多量排出事業者に対する減量化指導の徹底 

本市では条例に基づき事業用大規模建築物の所有者又は占有者に対して、減量

化・資源化等計画の策定及び提出を求め、計画の履行を促し、実施状況を監視す

るとともに、必要な助言・指導を行います。 

 

○飲食物容器、包装廃棄物等の排出抑制 

民間事業者による店頭回収等の普及により、市民と事業者による資源化システ

ムの構築を促進します。 

 

○グリーン購入の推進 

再生品等の供給面の取り組みに加えて需要面からの取り組みが重要であること

から、市は率先して環境物品等の調達を推進するとともに、環境物品等に関する

適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図ります。 

 

○草木等のバイオマスのリサイクル 

千葉県、市内の研究機関、リサイクル事業者等と連携し、刈草、剪定枝等のバ

イオマスの有効利用の方法について調査・研究します。 

 

○食用油の資源化 

食用油は、可燃ごみとして処理していますが、分別し軽油代替燃料等に再資源

化することが可能であることから、民間事業者等と連携し資源化の方策について

調査・研究を進めていきます。 

 

② 市民における方策 

○集団回収の活用 

市民は、市民団体及びリサイクル組合が協働で行っている紙類、繊維類、アル

ミ缶、生きびんの集団回収に参加し、資源化を推進します。 

市は、実施の状況及び補助制度ついて周知を図り、その活用を促進します。 

 

○生ごみのコンポスト化 

市民は、生ごみ処理機等を活用し、生ごみの堆肥化を行い畑や家庭菜園等での

利用を推進します。 

市は、生ごみ削減の方法や工夫について広報やホームページへ掲載し、市民へ

の周知を図ります。 

また、料理の際に発生する残飯などの発生を抑制するため、食材を無駄なく使

うエコクッキングの方法について講習会などを開催し啓発に努めます。 

 

○過剰包装等の自粛 

市民は、マイバックの使用や過剰包装を断ることにより、こうしたごみの発生

を抑制します。 
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○使い捨て品の使用抑制、再生品の使用促進 

ごみの発生抑制と再生資源の利用を促進するために、市民は、使い捨て商品の

使用抑制と、再生品の選択、使用に努めます。 

市は、市民に対し、繰り返し使える容器、詰め替え容器の利用及び再生品の購

入を心掛けるライフスタイルを選択するよう啓発します。 

 

③ 事業者における方策 

○発生源における排出抑制 

事業者は、排出者責任や拡大生産者責任を認識し、ごみの発生抑制、資源化を

推進します。 

 

○過剰包装の抑制 

事業者は、過剰包装を抑制し、再使用、再生利用できる素材、形状の包装を採

用するとともに、回収・資源化のルートを構築し、包装廃棄物の発生抑制を推進

します。 

 

○流通包装廃棄物の抑制 

事業者は、包装素材の統一化、発泡プラスチック緩衝材の使用抑制、包装資材

の再使用等により流通包装廃棄物の発生を抑制します。 

 

○使い捨て容器の使用抑制 

事業者は、使い捨て商品の採用を抑制するとともに、繰り返し使用できる商品

の採用及び自主回収、資源化ルートを構築します。 

 

○製品の長寿命化 

事業者は、商品の耐用年数の長期化、アフターサービスの充実・低コスト化等、

商品を長期にわたって利用できるサービスの提供を行います。 

 

○店頭回収等の実施 

事業者は、店舗や事業所の空きスペースを市民との協働による店頭回収や古紙

回収等の活動拠点として活用します。 

 

○ごみ減量化・資源化協力店制度の導入 

市は、ごみ発生抑制、資源化等環境に配慮した活動に取り組んでいる店舗、事

業所をごみ減量化・資源化協力店制度に認定し、循環型社会の形成を推進します。

事業者は、本制度を活用し、自らの活動のＰＲと市民への啓発を推進します。 

 

○事業者間の協力 

事業者は、ゼロエミッションを目指して事業者間での不用資材や再生資源等の

相互利用を促進するためのネットワークづくりを推進します。 

 

○優良事業者の表彰 

市は、環境に配慮した活動及び市民との協働事業等に取り組む優良事業者を表

彰するなど成果を評価できる体制を整備します。事業者は、本制度を活用し、自

らの活動のＰＲと他の事業者への導入を促進します。 

 

エ 袖ケ浦市 

① ごみの排出抑制に向けた取り組み 

○ごみ減量化・資源化教育、普及啓発の充実 
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学校や地域社会において、ごみ処理施設の見学や、職員出前講座による啓発活

動を行い、環境教育に積極的に取り組みます。また、地域や事業者の自主的な取

り組みを促します。 

 

○生ごみの排出抑制 

水切り等の家庭でできる取り組みの情報提供・啓発を図るとともに、生ごみの

減量化・再資源化を推進するため、生ごみ肥料化容器等の購入費用について補助

金制度を継続するとともに、地域との協働による普及活動を推進します。 

 

○剪定枝の排出抑制 

剪定枝の排出抑制を図るため、剪定枝のチップ化や堆肥化等、自らできる取り

組みの情報提供・啓発を図るとともに、チップ化・堆肥化に必要な剪定枝粉砕機

の貸し出しを継続します。 

 

○生活系ごみ処理手数料の見直し 

経済的な動機を活用した排出抑制効果が期待できるごみ処理手数料の見直しに

ついて、平成 25 年度に開始された粗大ごみ有料化制度による排出抑制効果を見極

めて検討するものとします。

 

○事業系ごみ処理手数料の見直し 

事業系一般廃棄物の排出削減が進展していないことから、事業者の自己処理責

任の原則や排出削減等の観点から手数料の見直しを検討します。 

 

○ごみ収集日の見直し 

特に可燃ごみは、収集回数を減らすことで、ごみを減らそうという動機付けと

なり、指定袋の使用量も含めて、ごみ減量化・資源化が期待できますが、利便性

の低下やごみステーションの容量不足等が懸念されることから、排出者である市

民の意見を踏まえて検討するものとします。 

 

○一般廃棄物排出事業者への減量化・資源化指導徹底 

事業系ごみの減量化・資源化対策として、事業者に対してごみ排出指導や再資

源化のＰＲをより一層徹底するとともに、大規模建築物を所有又は占有する事業

者については、引き続き減量化・資源化計画書等の提出を求めます。 

 

○ごみガイドブックの作成 

「ごみと資源物の正しい分け方・出し方ガイドブック」について定期的に刊行

し、ごみ減量化・資源化の啓発とごみ分別の周知を図ります。 

○ごみ出しルール遵守の指導 

市街地や田園地域など地域特性に応じて、地域との協働によりごみの排出抑

制・分別排出に関する指導を行うとともに、不適正排出については適格に対応し、

ごみ排出ルールの遵守を推進します。 

 

○障がい者へのごみ出しルール周知 

目や耳が不自由な方に対して、引き続き市内障がい者団体への説明や、音読ボ

ランティア等を通じて、ごみ排出ルールの周知を図ります。 

 

○外国人へのごみ出しルール周知 

市内に居住する外国人に対して、ごみの正しい分別のみならず、排出抑制や再 
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資源化に協力してもらえるよう、外国語版リーフレットの配布やホームページ

での周知の充実を図ります。 

 

② ごみ分別排出に係る取り組み 

○資源物収集方法のあり方検討 

本市では、従前より資源物のごみステーション収集と、資源回収自治会事業に

よる資源物回収を展開してきましたが、資源回収を実施する自治会が増加したこ

とにより、両者の取り組みが近接していることから、費用対効果を勘案し、将来

の資源物収集のあり方について、統一化を含めて検討します。 

 

○住民団体による集団回収の促進 

ごみを出さないライフスタイルへの第一歩として資源回収へ積極的な参加を促

します。また、資源回収活動推進助成金交付事業については、家庭ごみ処理手数

料の見直しに併せて、助成額の適正化について検討します。 

 

○小型家電リサイクルの推進 

平成 26 年度からクリーンセンター持込回収及びイベント回収を開始したところ

ですが、市民への周知徹底を図るとともに、必要に応じて回収品目の見直しを図

ります。

 

○容器包装プラスチックリサイクルの検討 

「容器包装リサイクル法」に基づく容器包装のうち、現在未収集となっている

プラスチック製容器包装の分別収集については、国の動向を注視しながら、引き

続き検討します。 

 

○生ごみリサイクルの検討 

バイオマス資源としての利活用及び生ごみの分別収集について、費用対効果を

勘案しながら検討します。 

 

○ごみカレンダーの配布 

広告主の協賛により寄贈されているごみカレンダーについて、引き続き自治

会・賃貸住宅管理会社の協力を得て配布し、ごみ分別及び収集日の周知を図りま

す。 

 

オ 館山市、南房総市及び鋸南町 

① 有料化 

各市町では、ごみ処理の有料化に取り組んでいるが、その料金設定は各市町が独

自に行っている状況である。ごみ処理の広域化に向けて今後、南房総市及び鋸南町

においては、ごみ処理料金の統一に向けた制度の見直しを図る。また、館山市では、

手数料水準の検証や、先進事例等を勘案し、必要に応じて料金の見直しを行う。 

 

② 家庭における排出抑制と再使用の推進 

○マイバッグ運動と過剰包装の辞退 

各市町ではレジ袋の使用の抑制するため、住民にマイバッグ持参を奨励してい

る。買い物時にはマイバッグを持参すると共に、過剰包装を断るなど、家庭内へ

のごみの持ち込みを極力減らす。 

 

○フリーマーケット・バザー等の活用 

地域や学校、民間団体で開催される不用品交換等のイベントに積極的に参加及
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び協力し、衣料や家庭用不用品の資源化に努める。 

 

○生ごみの減量化と堆肥化 

生ごみを排出する際は水切りを徹底してごみの減量化をする。また、生活環境

に支障をきたさない範囲で、コンポストや生ごみ処理機による堆肥化に努める。 

 

○集団回収への積極的参加 

地域や学校等で行う集団回収に積極的に参加、協力を行い資源化の向上に努め

る。 

 

○廃食用油の回収 ※南房総市のみ 

家庭から排出される植物性廃食用油の回収に協力し、資源化及び河川等の水質

保全に努める。  

 

○剪定枝等の資源化 ※南房総市のみ 

家庭から排出される剪定枝等は、原料として活用し、再生事業者等と連携しな

がら資源化に努める。 

 

③ 事業者における排出抑制と再使用等の推進 

○排出者や拡大生産者責任に基づく３Ｒと適切な処理 

ごみの適正な処理及び３Ｒの推進は事業者の方策を実行することはもとより、

国、県及び地方公共団体の施策に連携・協力を行う。 

 

○排出抑制、再資源化に配慮した製品の使用 

ごみになりにくい製品、３Ｒに適した製品、再生材料を使用した製品等の購入

を推進し、資源化への取組を図る。また、生産事業者、流通事業者等のその販売

過程において個々の方策を実行することにより効果的な減量化、資源化の促進を

図る。 

 

○従業員意識の高揚 

従業員のごみの減量化・資源化に関する意識の高揚を図ると共に、消費者の目

線に立ち、消費者に対するごみの減量意識の啓発活動に努める。 

 

④ 行政における排出抑制と再使用等の推進 

○住民への情報提供 

環境にやさしい生活の実践などについての情報を、広報等を通じて行い、ごみ

の減量化方策をわかりやすく、継続的に行う。また、集団回収を活性化させるた

めの支援に努める。 

 

○事業者への情報提供 

国及び各市町における減量化施策や適正処理に関し、速やかに情報提供を行い、

自主回収品目の指導等を行う。 

また、多量排出事業者自らが減量化・資源化計画を策定する場合においては助

言・指導を行う。 

 

○公共施設での施策 

各市町庁舎及び関係公共施設でのごみの排出抑制、分別徹底はもちろんのこと、

事務用品の購入等においては詰め替え製品や再生素材を使用した製品を優先して

選定する。また、ロビー等を活用したポスター掲示など環境啓発普及活動に努め
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る。 

 

○生ごみ処理機の普及促進 

生ごみ処理機の設置を推進し、住民による生ごみの堆肥化を支援に努める。 

 

○食用油再生利用 ※南房総市のみ 

食用油の再生利用を推進する。 

 

⑤ 環境教育の推進 

○ごみ処理施設見学会の実施 

ごみ処理施設の見学者に対して、ごみ処理についての現状や問題点を説明し、ご

みの減量化や資源化の重要性に関する社会意識の啓発を行う。また、小中学校単位

で実施している社会科見学などの行先として積極的に選定してもらうように努め

る。 

 

○環境学習の提供 

各市町の教育委員会と連携して啓発用、学習用教材としての副読本の作成の検

討を行う。また、ごみの処理方法の講習やリサイクルの体験学習などの講座の開

催等の活動の推進を検討する。 

 

⑥ 非定住者に対する施策 

各市町の地域特性として、夏には海水浴観光、冬から春にかけては花観光と多

くの観光客が訪れ、観光客から発生するごみは地域的な特質した問題となってい

る。このため、ごみのポイ捨て防止運動の推進及び持ち帰り運動の推進などを積

極的・継続的に行い協力を呼びかける。 

 

カ 鴨川市 

① 有料化 

   ごみ指定袋制度により、ごみ排出量の減量化と処理費用の負担の公平化を図る。 

   

 ② 家庭におけるリデュース・リユースの推進 

  ○マイバック運動と過剰包装の辞退 

   レジ袋の使用を抑制するため、買い物時にはマイバックを持参するとともに、

過剰包装を断る等家庭内へのごみの持ち込みを極力減らすよう過剰包装の辞退と

マイバック運動の取組みを奨励する。 

 

  ○フリーマーケットやバザー等の活用 

   地域で開催される不用品交換等のイベントに積極的に参加及び協力し、衣料や 

 家庭用不用品の資源化に努める。 

  ○生ごみの減量化と堆肥化 

   生ごみを排出する際は、水切りを徹底して減量化に務める。また、生活環境に 

支障をきたさない範囲で、コンポストや生ごみ処理機による堆肥化を推奨する。 

  

 ③ 事業者における排出抑制と再使用等の推進 

  ○排出者や生産者責任に基づく３Ｒと適切な処理 

   事業者は、ごみの適正な処理及び３Ｒの推進の方策を決定し、本市はその方策 

  に連携・協力を行う。 

 

  ○排出抑制、再資源化に配慮した製品の使用 
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ごみになりにくい製品、３Ｒに適した製品、再生材料を使用した製品等の購入 

  を推進し、資源化への取組みを図る。 

 

  ○従業員意識の高揚 

   従業員のごみの減量化・資源化に関する意識の高揚を図るとともに、消費者目 

  線に立ち、消費者に対するごみの減量意識の啓発活動に努める。 

  

 ④ 行政における排出抑制と再使用等の推進 

  ○住民への情報提供 

   環境にやさしい生活の実践等についての情報を、広報等を通じて行い、ごみの

減量化方策をわかりやすく、継続的に行う。 

 

  ○「ごみのお話出前講座」の開催 

   市民にごみ処理について理解を深めてもらうため、「ごみのお話出前講座」を開

催する。これは、市の職員が地域のサロンや集会に出向いて、排出されるごみの

量や種類、処分にかかる経費、ごみ処理施設の現状について説明するほか、家庭

でできる減量化・資源化の取組み等を詳しく解説する。 

 

  ○事業者への情報提供 

   国、県及び広域化構成市町における減量化施策や適正処理について速やかに情 

  報提供を行う。また、多量排出事業者自らが減量化・資源化計画を策定する場合 

においては助言・指導を行う。 

 

  ○公共施設での施策 

   行政のごみ排出抑制、分別徹底はもちろんのこと、事務用品の購入等において 

  は詰替製品や再生素材を使用した製品を優先して選定する。また、ロビー等を活 

用したポスター掲示等により環境啓発普及活動に努める。 

 

  ○ごみの減量化等に関する啓発の推進 

   ごみの減量化の更なる推進を図るため、市民への情報提供やリサイクルマーケ 

ットの開催等により意識啓発を行う。 

 

 ⑤ 環境教育の推進 

  ○ごみ処理施設見学会の実施 

   ごみ処理施設の見学者に対して、ごみ処理についての現状や問題点を説明し、 

ごみの減量化や資源化の重要性に関する社会意識の啓発を行う。 

   また、小中学校単位で実施している社会科見学等の行先として積極的に選定し 

  てもらうように努める。 

 

  ○環境学習の提供 

   教育委員会と連携して啓発用、学習用教材としての副読本の作成の検討を行う。 

    また、ごみの排出抑制、再資源化の必要性及びそれに伴う温室効果ガスに関す 

る講習、リサイクルの体験学習等の推進を検討する。 

  

 ⑥ 非定住者の対する施策 

   本市の地域特性として、夏には海水浴観光、冬から春にかけては花観光と多く 

  の観光客が訪れ、観光客から発生するごみは地域的な特質した問題となっている。 

  ごみのポイ捨て防止運動の推進及び持ち帰り運動の推進等を積極的・継続的に行 

  い協力を呼びかける。 
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様式１ 

 
 

１．地域の概要

人 ㎢

組合名：安房郡市広域市町村圏事務組合 組合を構成する市町村：館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町

設立年月日：昭和45年9月10日 共同処理事務：ごみ処理施設等の建設

組合名：鋸南地区環境衛生組合 組合を構成する市町村：南房総市、鋸南町

設立年月日：昭和40年1月5日 共同処理事務：一般廃棄物の収集・処理

２．一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

( H29比 )

( H29比 )

( H29比 )

( H29比 )

( H29比 )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

一般廃棄物処理計画と目標値が異なる場合に、地域計画と一般廃棄物処理計画との整合性に配慮した内容

排 出 量

再 生 利 用 量

 直接資源化量（トン）

 総資源化量（トン）

最 終 処 分 量  埋立最終処分量（トン）

自治体や指標によって一般廃棄物処理計画と目標値と異なる場合がある。理由としては、近年の排出量の状況から目標値の達成が難しいと考えられるため、地域計画では現状に合った目標値に設定したことや、安房地
域では一般廃棄物処理基本計画の中間年度に目標値の見直しを行ったが、その推計方法が現在の状況と異なる過程での推計方法であることによる。よって、今回の目標値はより現実的な目標値としている。

5.0% 5.6% 5.5% 5.3% 5.3% 5.1%

9,147 10,264 9,634 9,205 9,146 8,086

43,721 43,841 41,464 41,758 37,770 42,594

23.3% 23.2% 22.9% 23.4% 21.4% 26.0%

36,716 35,486 36,046 39,399 38,854 37,678
エ ネ ル ギ ー 回 収 量  エネルギー回収量

（年間の発電電力量 MWｈ）

 （年間の熱利用量   ＧＪ） ー ― ― ー ー ー

合計  事業系生活系排出量合計（トン） 181,436 183,106 175,642 173,592 171,665 158,977 -7.4%

15,399 14,052 12,803 12,498 11,341 13,945

8.5% 7.7% 7.3% 7.2% 6.6% 8.8%

生活系  総排出量（トン） 123,716 122,438 115,439 112,446 110,481 106,264 -3.8%

 1人当たりの排出量（kg/人） 221.0 214.3 210.0 214.3 211.9 197.4 -6.8%

事業系  総排出量（トン） 57,720 60,668 60,203 61,146 61,184 52,713 -13.8%

 1事業所当たりの排出量（トン/事業所） 2.88 3.00 2.98 3.03 3.04 2.66 -12.5%

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表１　

（１）地域名 君津地域・安房地域 （2）地域内人口 448,765 （3）地域面積 1,334.72

（4）構成市町村等名

　木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、館

山市、鴨川市、南房総市、鋸南町、鋸南地区

環境衛生組合、

　安房郡市広域市町村圏事務組合

（5）地域の要件 　人口　　面積　　沖縄　　離島　　奄美　　豪雪　　山村　　半島　　過疎　　その他

年　 過去の状況・現状（排出量に対する割合） 目 標

　指標・単位 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 令和6年度

（6）構成市町村に一部事務組合等が

　　含まれる場合、当該組合の状況
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様式１

３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

（１）現有施設リスト

施設種別 施　設　名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月 廃止又は休止（予定）年月 解体（予定）年月 想定される浸水深と対策 備　　　考

エネルギー回収型廃棄
物処理施設

君津地域広域廃棄物
処理施設

木更津市、君津市、
富津市、袖ケ浦市

シャフト炉式
ガス化溶融
全連続式

４５０ｔ/日
第１工場　H14.４
第２工場　H18.4

Ｒ９．３ 休止予定 災害対策（該当なし）

鴨川市清掃センター 鴨川市
流動床式
准連続式

９５ｔ/日 S６１．４ Ｒ４．８ 休止 災害対策（該当なし） 中継施設の稼働に伴い休止

大谷クリーンセンター
鋸南地区

環境衛生組合
ストーカ式
准連続式

８０ｔ/日 S５８．４ Ｒ９．４ 廃止予定 災害対策（該当なし） 中継施設の稼働に伴い廃止予定

袖ケ浦クリーンセンター 袖ケ浦市
流動床式
全連続式

１２０ｔ/日 H１．４ 災害対策（該当なし）
Ｈ１８年４月より焼却施設を休止
し、積み替え施設として運用

君津市清掃工場 君津市
流動床式
全連続式

１８０ｔ/日 Ｈ４.４ Ｈ１８．４ 休止 災害対策（該当なし）

木更津市
クリーンセンター

木更津市 破砕・選別・圧縮 ２５ｔ/５ｔ S６３．４ 災害対策（該当なし）

君津市
リサイクルプラザ

君津市 破砕・選別・圧縮 ４４ｔ/日 H9．４ 災害対策（該当なし）

富津市環境センター
不燃物処理施設

富津市 選別・圧縮・一時保管

　資源・粗大・不燃
　　　　　　　１２ｔ/６ｈ
ペットボトル　１ｔ/日

S５１．４ 災害対策（該当なし）

袖ケ浦クリーンセン
ター
粗大ごみ処理施設

袖ケ浦市 剪断式・回転式
粗大：８．５ｔ/日
資源：７．５ｔ/日

H１．４ 災害対策（該当なし）

粗大ごみ処理施設
安房郡市広域市町
村圏事務組合

破砕・選別・圧縮 ５０ｔ/日 S６０．４ Ｒ５．３廃止 災害対策（該当なし）

粗大ごみ処理施設 君津市 破砕・選別・圧縮 ３０ｔ/日 Ｓ５７.４ Ｈ９.３休止 災害対策（該当なし）

マテリアル
リサイクル
推進施設

ごみ処理施設
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施設種別 施　設　名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月 廃止又は休止（予定）年月 解体（予定）年月 想定される浸水深と対策 備　　　考

君津市清掃工場
最終処分場

君津市 その他 １２９，９５０㎥ Ｓ４４ Ｒ２．８　廃止 災害対策（該当なし） 埋立終了

富津市一般廃棄物
最終処分場

富津市 嫌気性 ６０，０００㎥ Ｓ５９．１１ 災害対策（土のう袋）

袖ケ浦市クリーンセン
ター

最終処分場

袖ケ浦市 准好気性 ２２，５００㎥ Ｈ１．４ 災害対策（該当なし）

久保田最終処分場 袖ケ浦市 准好気性 ３８，４００㎥ Ｓ４６．７ 災害対策（該当なし） 埋立終了（Ｈ１０）

館山市一般廃棄物
最終処分場

館山市 准好気性 ６０，０００㎥ Ｓ６０．４ 災害対策（該当なし）

千倉一般廃棄物
最終処分場

南房総市 准好気性 ３０，９００㎥ Ｈ１０．３ 災害対策（該当なし）

天津小湊一般廃棄物
最終処分場

鴨川市 准好気性 １０，４２０㎥ Ｈ１０．４ 災害対策（該当なし） 埋立終了

青木山一般廃棄物
最終処分場

鋸南地区
環境衛生組合

准好気性 ３０，０００㎥ Ｈ１２．４ 災害対策（該当なし）

新川園衛生処理場 木更津市
好気性消化・活性汚

泥法処理方式
１１０ｋｌ/日 Ｓ４８．４ 災害対策（土のう袋）

君津市衛生センター 君津市
湿式酸化・活性汚泥

法処理方式
１００ｋｌ/日 Ｓ４８．４ Ｒ４．３ Ｒ５．３ 災害対策（該当なし）

新施設の稼働に伴い廃止及び

解体予定

富津市クリーンセンター 富津市 高負荷脱窒素処理 ６８ｋｌ/日 Ｈ１８．４ 災害対策（該当なし）

袖ケ浦クリーンセン
ター

し尿積み替え施設

袖ケ浦市 前処理 ５０ｋｌ/日 Ｈ４．４ 災害対策（該当なし）

最終処分場

し尿処理施設
（汚泥再生処理

センター）

（つづき） 
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施設種別 施　設　名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月 廃止又は休止（予定）年月 解体（予定）年月 想定される浸水深と対策 備　　　考

館山市衛生センター 館山市 高負荷脱窒素処理 １００ｋｌ/日 Ｓ５７．４ 災害対策（該当なし）

鴨川市衛生センター 鴨川市 高負荷脱窒素処理 ６６ｋｌ/日 Ｓ５７．３ 災害対策（該当なし） Ｈ６．４　更新

千倉衛生センター 南房総市 標準脱窒素処理 ７０ｋｌ/日 Ｓ５９．４ Ｒ６．４　廃止予定 Ｒ６．４　解体予定 災害対策（該当なし）

提ヶ谷クリーンセンター
鋸南地区

環境衛生組合
高負荷脱窒素処理 ５０ｋｌ/日 Ｓ６２．４ Ｒ６．４　廃止予定 Ｒ６．４　解体予定 災害対策（該当なし）

浄化槽汚泥
投入施設

浄化槽汚泥投入施設 木更津市 希釈投入方式 １６ｋｌ/日 Ｈ１２．７ 災害対策（該当なし）

ストックヤード
袖ケ浦クリーンセン
ター
ストックヤード

袖ケ浦市 テント式倉庫建築物 ２００㎡ Ｈ３１ 災害対策（該当なし）

し尿処理施設

（汚泥再生処理
センター）

（つづき） 
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（２）更新（改良）・新設施設リスト

施設種別 施　設　名 事業主体 型式及び処理方式
処理能力
（単位）

竣工予定年月日 更新（改良）・新設理由
廃焼却施設解体の有
無（解体施設の名称）

廃焼却施設解体事業
着手（予定）年月
完了（予定）年月

想定される浸水深と対
策

プラスチック再商品
化を実施するための

施設整備事業
備　　　考

エネルギー回収
型廃棄物処理施設

第２期君津広域
廃棄物処理施設

木更津市、君津市、富
津市、袖ケ浦市、鴨川
市、南房総市、鋸南町

シャフト炉式
ガス化溶融
全連続式

４８６ｔ/日 R９．３ 広域施設として新設
有

（君津地域広域廃棄物
処理施設）

未定
浸水深：最大１ｍ未満
対策：約１ｍの盛り土
予定

―

ごみ処理施設 館山市清掃センター 館山市
ストーカ式
准連続式

１００ｔ/日 Ｒ６．３ 老朽化に伴う更新 ― ― 災害対策（該当なし） ― 基幹改良

マテリアルリサイクル
推進施設

袖ケ浦クリーンセン
ター粗大ごみ処理施
設

袖ケ浦市 剪断式・回転式
粗大：８．５ｔ/日
資源：７．５ｔ/日

Ｈ１．４
老朽化のため剪断式破砕機
の更新

― ― 災害対策（該当なし） ―

マテリアルリサイクル
推進施設

（仮称）館山市清掃ク
センター粗大ごみ処
理施設

館山市 選別・圧縮 ３ｔ/日 Ｒ５．３
広域処理施設の老朽化に伴
う新設

― ― 災害対策（該当なし） ―

廃棄物運搬
中継施設

クリーンステーション
鴨川（中継施設）

鴨川市 コンパクタ方式 ４２ｔ/日 Ｒ４．９
既存焼却施設の老朽化に伴
う中継施設の整備

― ― 災害対策（該当なし） ―

廃棄物運搬
中継施設

（仮称）南房総市可燃
ごみ中継施設

南房総市 コンパクタ方式 ５９ｔ/日 Ｒ９．３
既存焼却施設の老朽化に伴
う中継施設の整備

― ― 災害対策（該当なし） ―

君津市衛生センター 君津市
生物学的脱窒素

処理方式
６０ｋｌ/日 Ｒ４．３

老朽化に伴い資源化施設とし
て整備

― ― 災害対策（該当なし） ―

（仮称）南房総市
汚泥再生処理セン
ター

南房総市
高負荷脱窒素処理・

高度処理方式
６７ｋｌ/日 Ｒ５．１２ 広域処理施設として新設 ― ― 災害対策（該当なし） ―

ストックヤード
クリーンステーション
鴨川(中継施設)ストッ
クヤード

鴨川市
鉄筋コンクリート

構造建築物
２８２㎡ Ｒ４．３

中継施設に併設するストック
ヤード

― ― 災害対策（該当なし） ―

ストックヤード
(仮称)南房総市資源
ごみストックヤード

南房総市 未定 ２００㎡ Ｒ９．３
中継施設に併設するストック
ヤード

― ― 災害対策（該当なし） ―

し尿処理施設
（汚泥再生処理

センター）
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４　生活排水処理の現状と目標

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

 未処理人口  汚水衛生未処理人口 4,585 4,348 4,333 4,103 4,293 0

 合併処理浄化槽等
 汚水衛生処理人口 11,508 11,472 11,263 11,406 11,310 10,760

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 18.6% 18.5% 18.1% 18.3% 17.9% 18.2%

43,885

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 68.0% 68.0% 67.8% 67.8% 68.2% 74.4%

 農業集落排水施設等
 汚水衛生処理人口 3,696 4,007 4,431 4,556 4,537 4,355

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 6.0% 6.5% 7.1% 7.3% 7.2% 7.4%

 未処理人口  汚水衛生未処理人口 28,177 26,883 24,280 22,747 21,545 11,848

袖ケ浦市

 総人口 61,895 61,928 62,147 62,390 63,251 59,000

 公共下水道
 汚水衛生処理人口 42,106 42,101 42,120 42,325 43,111

 合併処理浄化槽等
 汚水衛生処理人口 11,864 12,413 14,207 14,980 15,494 15,426

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 25.0% 26.5% 30.7% 32.7% 34.3% 37.6%

13,726

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 15.5% 16.2% 16.8% 17.5% 18.0% 33.5%

 農業集落排水施設等
 汚水衛生処理人口 0 0 0 0 0 0

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

 未処理人口  汚水衛生未処理人口 33,823 30,647 30,081 29,167 27,962 21,897

富津市

 総人口 47,411 46,865 46,275 45,743 45,169 41,000

 公共下水道
 汚水衛生処理人口 7,370 7,569 7,788 8,016 8,130

 合併処理浄化槽等
 汚水衛生処理人口 14,440 14,230 13,790 14,210 14,613 15,499

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 16.3% 16.1% 15.7% 16.4% 17.0% 19.0%

 農業集落排水施設等
 汚水衛生処理人口 280 276 269 254 255 224

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%

85,769 81,538

 公共下水道
 汚水衛生処理人口 40,267 43,068 43,441 43,184 42,939 43,918

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 45.3% 48.8% 49.6% 49.7% 50.1% 53.9%

27,274

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 15.2% 16.2% 17.2% 18.6% 19.4% 19.4%

 未処理人口  汚水衛生未処理人口 55,465 53,657 50,899 47,468 37,482 27,730

85,482

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 42.8% 43.4% 44.8% 45.5% 52.9% 60.8%

 農業集落排水施設等
 汚水衛生処理人口 0 0 0 0 0 0

 汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

目 標

　指標・単位 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 令和6年度

木更津市

 総人口 132,163 132,928 133,923 132,334 135,243 140,486

 公共下水道
 汚水衛生処理人口 56,628 57,703 59,941 60,234 71,503

年　 過　去　の　状　況　・　現　状

 合併処理浄化槽等
 汚水衛生処理人口 20,070 21,568 23,083 24,632 26,258

君津市

 総人口 88,810 88,221 87,581 86,815
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５　浄化槽の整備の状況と更新、廃止、新設の予定

注）合併前の開始年月日は、以下のとおりである。

現有施設の内容 整備予定基数の内容

基数 処理人口 開始年月 基数 処理人口 目標年次

木更津市 1,495 9,260 H3.4 360 1,864 R5

事業主体

平成28年度生排計画を引き継ぐ。

君津市 1,516 10,601 H4.4 140 390 R5

富津市 773 4,252 H3.4 150 790 R5

袖ケ浦市 1,082 5,410 H3.4 175 623 R5

館山市 7,362 15,111 H1.4 210 443 R5

鴨川市 5,062 14,765 H17.2 370 1,168 R5

570 1,492 R5

鋸南町 2,582 2,501 H6.4 45 225 R5

 （旧）鴨川市 S63.9

南房総市 6,249 16,216 H18.3

 （旧）千倉町 S63.4

 （旧）天津小湊町 H1.4

旧町村 開始年月日

施設種別

 （旧）富浦町 S63.4

 （旧）富山町 H1.4

 （旧）三芳村 H2.4

 （旧）白浜町 H1.4

旧市町 開始年月日

備       考

鴨川市

浄化槽設置整備事業

南房総市

 （旧）丸山町 H2.4

 （旧）和田町 H3.4
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添付資料４ 地域内の施設の現況と予定（位置図） 

 

 
 

 

 



 

 
 

4
8
 

様式２ 

 

 

 

 

〇

-

-

-

〇

6 -

〇

-

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

-

国土

強靭

化地

域計

画

4 館山市 3 ｔ/日 R4 R4 0 0 0 0 0 0 50,131 0 50,131 0 0館山市マテリアルリサイクル推進施設整備事業 50,131

1,440 1,440 1,440 1,440 2,640 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440鋸南町 45 基 H29 R5 10,800 0 960 2,640

南房総市 570 基 H29 R5 324,760 0 12,000

1,440 10,800 0 960

324,760 0 12,000 12,000

370 基 H29

16,440 16,440 16,440 125,720 125,72012,000 16,440 16,440 16,440 125,720 125,720

16,500

館山市 210 基 H29 R5 25,200 0 3,600

19,800

8,796基 H29 R5 62,454 0 8,796

19,800

3,600

16,500 16,500 16,500 16,500 122,100 0R5 122,100 0 19,800 19,800 16,500鴨川市

袖ケ浦市

3,600

9,000

8,796 8,796 8,796 8,796 8,796 9,678

3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 25,200

16,500 16,500

3,600 3,600 3,600

16,500 16,500

9,000 9,000

72,194

0 0 9,000 9,000 9,0009,000 45,000 0 0

62,325 0 8,796

富津市 150 基 R1 R5 45,000 0

178

0 0 0 0 14,964

8,796 9,549

21,034

9,000

0 14,964 15,078

0 9,000 9,000

830,799 19,980 65,136 66,816 75,756 90,720 209,014 209,683

22,840
H28生排計画か

ら引き継ぐ

21,11821,118 21,034 72,194 0 0 0

22,840

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備事業 10 君津市 60 kl/日 R2 R4 3,613,500 0

93,694

19,980 19,980 19,980 22,84019,980 19,980

15,078君津市 140 基 R2 R5

基 H28 R5 168,420 19,980 19,980 19,980

浄化槽設置整備事業

463,809 1,693,476 0 0

9 南房総市 kl/日 R3 R5

0 2,157,285 0 0 0 00 0 0 496,938 2,136,942 979,620

木更津市 360

67

鴨川市マテリアルリサイクル推進施設整備事業(ストック

ヤード)
5 鴨川市 282 ㎡ R3

0 496,938 2,187,726

0 0 0

2,292,206 2,034,372 4,511,006 0

0

7,011,242 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1,309,547

0 138,939 0 00 138,939 0 0 138,939

00 0 36,460 0

R3 138,939 0 0 0 0 0

0 0

H30 H30 41,872

0 36,460 0 0 138,939 50,131

187,773

0 0

1,744,260

0

0 0

1,309,547

0 0 0 463,809

50,131 0

0 0 0 1,121,774

0 0

○
廃棄物処理施設の基幹的設備改良（ごみ焼却施設）に関

する事業

0 0 0 2,314,000 0 0 0 0 0

0 36,460 0 0 0 00 0 41,872 0 0 0

0

袖ケ浦市マテリアルリサイクル推進施設整備事業 3 袖ケ浦市 200 ㎡

0

館山市清掃センター基幹的設備改良

事業
交付率1/3 2 館山市 100 t/日 R3 R5 3,120,700

0 0 138,939 50,131 0 225,530230,942 0 0 41,872 ○ マテリアルリサイクル等に関する事業

1,480,000

8,886R4 R5 240,690 0 0 0

0 0 123,000 1,162,000 1,835,700

君津地域４市及び安房地域２市１町エネルギー回収型廃棄

物処理施設整備事業
1

木更津市、君津

市、富津市、袖

ケ浦市、鴨川

市、南房総市、

鋸南町

486 ｔ/日

123,000 711,000 1,480,000

備考

○ エネルギー回収等に関する事業

0 0 0 0 0 0 1,831 7,055

0 0 0 123,000 1,162,000 1,835,700

令和

3年度

3,120,700 0

全体事業　R4～

R8

2,314,000 0 0 0 0 0 123,000 711,000

0 0 9,431 231,259 8,886 0240,690 0 0 0 0

0

0 0 0 0 1,831 7,055

0 0 0 9,431

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２

事 業 種 別 規 模 事業期間 総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

0

南房総市廃棄物運搬中継施設整備事業 8 南房総市 59 t/日 -

R2 R4 1,656,539

0 0 0

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備事業 0 0 50,784 1,312,586

令和

2年度

令和

3年度

令和

4年度

令和

5年度

鴨川市廃棄物運搬中継施設整備事業(サテライトセンター) 7 鴨川市 42 t/日

令和

5年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

2年度

令和

4年度
事業名称 単位 開始 終了

0

事業

番号

事業主体

名称

231,259

65,136 66,816

0 0 0 167,080 1,283,538 205,9210

205,921

0

南房総市マテリアルリサイクル推進施設整備事業(ストック

ヤード)
南房総市 200 ㎡ - -

75,756 90,720 93,694 209,014 209,812

　〇  廃棄物運搬中継に関する事業

 ○ 浄化槽に関する事業

 ○ し尿処理に関する事業

0 0 0

0 0 0 0

0

-

2,034,372

830,928 19,980

0 0 0 00 0 0 0 0

0

19,980 19,980 22,840 22,840 22,840 168,420

8,796 8,796 8,796

0

0

0 0

0 0 0 0

701,904 1,601,033

0 0

1,656,539

0 0 0 0 1,121,774 187,773 0

50,784

167,080 1,283,538

0

0

0

0

0 0 0 02,353,721

全体事業　R6～

R8

701,904 1,601,0333,397,742 0

3,600 3,600 3,600

全体事業　R6～

R8
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(様式２つづき) 
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-

-

-

-

-

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

-

※1　事業番号について、計画本文表4、表5及び表6に示す事業番号及び様式3の施設整備に関する事業番号と一致する。

国土

強靭

化地

域計
画

3,330,771

36 君津市

備考

31

木更津市、君津

市、富津市、袖

ケ浦市、鴨川

市、南房総市、

鋸南町

35 南房総市

9,013

0 0 0 10,000 0

合 計 1,283,810 4,051,912 163,950 651,908 3,307,395 1,920,825

館山市清掃センター基幹的設備改良に係る調査事業 37 館山市 R1

4,134,629 4,344,143 9,604,881 19,980 65,136 144,916

0 0

14,213,888 19,980 65,136 150,328 163,950

0 0 0

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る

生活環境影響調査事業
H30 H30 2,559 0

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る

事業者選定支援事業

0 0 0 0 10,000

0

0 0 0 10,000

R1 10,000 0 0 0 10,000 0

0 0 0 010,000 0 0 0 0 10,00010,000 0 0 0 ○
廃棄物処理施設における長寿命化総合計画策定支援に関

する事業

0 13,200

0 2,559 0 0 0 0

13,200 0 0 0 0 13,200R1 R1 13,200 0 0 0

0

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る

基本計画事業
H30 H30 4,860 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2,559 0 0 2,559 0

5,724 0 0

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る造成

設計事業
H30 R2 24,462 0

0

0 4,860 0 0 4,860 00 4,860 0 0 0 0

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る計画

支援事業
H30 R2 27,371 0

5,724 0 0 0 0 0
君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る

測量及び地質調査事業
H30 H30

0

16,621 00 0 24,462 0 0 3,920

27,371 0 0 9,179 9,179

0 3,920 3,921 16,621 0

9,179 9,179 9,013 0 0 0 0 0 0

11,000 0 0 0

君津地域４市及び安房地域２市１町エネルギー回収型廃棄

物処理施設整備に係る環境影響評価事業

R2 R2 11,000 0

0 0 8,196 7,874

0 0 0 0

0 0

7,874 0 0 0 0 16,070
南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る生活

環境影響調査事業
H30 R1 16,070 0 0

館山市清掃センター基幹的設備改良に係る発注準備・入札

支援事業
32 館山市

7,202 8,600 0 0 0 0
南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る測量

及び地質調査事業
H30 R1 15,802 0 0

0

南房総市マテリアルリサイクル推進施設(ストックヤード)

整備に係る測量及び地質調査事業

南房総市マテリアルリサイクル推進施設(ストックヤード)
整備に係る生活環境影響調査事業

南房総市マテリアルリサイクル推進施設(ストックヤード)

整備に係る計画支援事業

33 南房総市

0 0 5,461 0

0 0 0 0 0

11,000

R2 R4 874,527 0 0 0 0 492,438

0 0 0 11,000 0 0

15,802

10,320

0 8,190

R4 R4

R4 R5

R4 R5

5,461

11,000

16,280

0 0 0 0

0

君津地域４市及び安房地域２市１町エネルギー回収型廃棄

物処理施設整備に係る事業者選定アドバイザリー業務
R1 R1 35,420 0 0 0

0 0

0 0 0 0

60,745 85,728225,015 157,074 0 156,793 0 0

0 0 41,640 78,194 529,072 225,015

令和
5年度

 ○ 施設整備に関する計画支援に関する事業 1,112,847

0 0 0 35,420

令和
3年度

令和
4年度

78,194 97,379 85,728 59,172

35,420 0 0 0 0 35,420

事業名称 単位 開始 終了

事 業 種 別 規 模 事業期間 総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

33,000

事業

番号

事業主体

名称
平成

28年度

205,926 33,000 395,113 0 0 41,640

令和
2年度

令和
5年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

0 0 0 0 0 0 8,190 0

0 16,5006,600

0

24,421

R4 R4

R4 R5

R4 R5

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

南房総市廃棄物運搬中継施設整備に係る測量及び地質調査

事業

34 南房総市
南房総市廃棄物運搬中継施設整備に係る生活環境影響調査

事業

南房総市廃棄物運搬中継施設整備に係る計画支援事業

8,190

16,500

8,190

24,421 11,221 13,200

0 0 0 0 0 9,900

全体事業　R4～
R6

13,200

9,900 6,600

0 0 0 0 0 0 11,221

0 0 7,202 8,600

0 0

8,196

3,921

0

0 0

0 0 0

0

0

5,724 0 0 5,724 0

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 6,600 4,400 11,000 0 0 0 0 0 0 6,600 4,400

0 7,480 8,800 16,280 0 0 0 0 0 0 7,480 8,800
全体事業　R4～

R6

5,461 0 0 0 0 0 0 5,461 0

0

0 0



 

 
 

5
0
 

 

 

 

 

6

備考
事業

番号

事業主体

名称

297,000

館山市 100

R4 R4

1,309,547 0

未定

1,309,547

0 50,131 50,131 050,131 50,131

t/日 R2 R4 1,656,539 1,656,539 0

3 t/日

浄化槽設置整備事業

18,000

82,500 204,600

館山市マテリアルリサイクル推進施設整備事業

南房総市

館山市 210 基 H29 R5

570 基

鋸南町

4 館山市

ｔ/日

3,120,700

45 基 H29 R5 18,000 10,800 7,200 18,000

H29 R5

941,370

99,900

628,600

未定

105,170

43,200 25,200 18,000 43,200 25,200

122,100

168,420

10,800 7,200

82,500122,100

君津市 140 基 R2 R5 177,364 72,194 105,170

鴨川市 370 基 H29 R5 204,600

953,360 324,760 628,600 953,360 324,760

45,000 45,000

 ○ 浄化槽に関する事業

62,325 62,325

富津市 150 基 R1 R5 45,000 45,000 未定

177,364 72,194

袖ケ浦市 178 基 H29 R5 62,454 62,454 未定

268,320 168,420 99,900 268,320

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備事業 9 南房総市 67 kl/日

1,772,298 830,928 941,370 1,772,169 830,799

木更津市 360 基 H28 R5

鴨川市マテリアルリサイクル推進施設整備事業(ストック

ヤード)
5 鴨川市 282 ㎡ R3 R3 138,939 138,939

3,613,500 3,613,500 0 2,157,285 2,157,285 0

2,353,721 0

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備事業 10 君津市 60 kl/日 R2 R4

R3 R5 3,397,742 3,397,742 0 2,353,721

 ○ マテリアルリサイクル等に関する事業

4,511,006 4,511,006 0

7 鴨川市 42

(R8) 全体事業　R6～R81,463,000

7,011,242 7,011,242 0

0 138,939 138,939 0

 ○ し尿処理に関する事業

○
廃棄物処理施設の基幹的設備改良（ごみ焼却施設）に関

する事業
3,120,700

41,872 41,872 0 36,460 36,460 0

225,530

袖ケ浦市マテリアルリサイクル推進施設整備事業 3 袖ケ浦市 200 ㎡ H30 H30

527,942 230,942 297,000 522,530

2,314,000 0

○ エネルギー回収等に関する事業

R3 R5 3,120,700 3,120,700 0 2,314,000
館山市清掃センター基幹的設備改良

事業
交付率1/3 2

0 2,314,000 2,314,000 0

240,690 43,335,583 36,226,424 8,886 36,217,538 全体事業　R4～R8

36,217,538

君津地域４市及び安房地域２市１町エネルギー回収型廃棄

物処理施設整備事業
1

木更津市、君津

市、富津市、袖

ケ浦市、鴨川

市、南房総市、

鋸南町

486 ｔ/日 R4 (R8) 43,576,273

43,576,273 240,690 43,335,583 36,226,424 8,886

第1次計画

H28～R5

第2次計画

R6～R10

第1次計画

H28～R5

第2次計画

R6～R10
事業名称 単位 開始 終了

（参考）第２次循環型社会形成推進地域計画の概要

事 業 種 別 規 模 事業期間 総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

　〇　廃棄物運搬中継に関する事業

鴨川市廃棄物運搬中継施設整備事業(サテライトセンター)

南房総市マテリアルリサイクル推進施設整備事業(ストック

ヤード)
南房総市 200 ㎡ (R6) (R8) 297,000 0 297,000

南房総市廃棄物運搬中継施設整備事業 8 南房総市 59 t/日 (R6)

3,119,539

1,463,000 0 1,463,000

1,656,539 2,772,547 1,309,547

0 1,463,000

297,000 0 297,000

1,463,0001,463,000

全体事業　R6～R8
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 (参考表 つづき)  

 
 

 

 

第2次計画

R6～R10

13,200 37,621 24,421 13,200

0

事業

番号

事業主体

名称

16,500 16,500

R4 R5

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る造成

設計事業
H30 R2 24,462

合 計 60,272,841 14,213,888 46,058,953 48,545,789 9,604,881

10,000 0

37,621 24,421

0

35,420

38,940,908

R4 R5

備考

0

10,000 0 10,000

〇
廃棄物処理施設における長寿命化総合計画策定支援に関

する事業

16,500

館山市清掃センター基幹的設備改良に係る調査事業 37 館山市 R1 R1 10,000

24,462 0

0

35 南房総市

15,802 0

27,371

R1 16,070 16,070 0

10,000 10,000 0 10,000 10,000

2,559 2,559

君津市

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る

基本計画事業
H30 H30

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る

測量及び地質調査事業
H30 H30

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る

生活環境影響調査事業

5,724 5,724

4,860 4,860 0 4,860 4,860

君津市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る

事業者選定支援事業
R1

H30 H30 2,559 2,559

R1

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る測量

及び地質調査事業
H30

南房総市廃棄物運搬中継施設整備に係る計画支援事業

R4 R4

R1

5,724 5,724 0

館山市清掃センター基幹的設備改良に係る発注準備・入札

支援事業
32 館山市 R2 R2 11,000 11,000 0 11,000

0

36

南房総市有機性廃棄物リサイクル推進施設整備に係る計画

支援事業
H30 R2 27,371 0 27,371

15,802

156,793 156,793 0

16,500 0

8,190 0 8,190 8,190 0

24,462 0

0 13,200 13,200 0

0

11,000 0

0

13,200 13,200

27,371 0

君津地域４市及び安房地域２市１町エネルギー回収型廃棄

物処理施設整備に係る環境影響評価事業
R2 R4 874,527 874,527

事業名称 単位 開始 終了

31

木更津市、君津

市、富津市、袖

ケ浦市、鴨川

市、南房総市、

鋸南町

0

16,070 16,070

24,462

南房総市汚泥再生処理センター整備に係る生活環境影響調

査事業
H30

南房総市34

南房総市廃棄物運搬中継施設整備に係る測量及び地質調査

事業

南房総市廃棄物運搬中継施設整備に係る生活環境影響調査

事業

0

15,802 15,802 0

事 業 種 別 規 模 事業期間 総事業費（千円） 交付対象事業費（千円）

35,420

1,134,847 1,112,847 22,000 417,113 ○ 施設整備に関する計画支援に関する事業 395,113 22,000

君津地域４市及び安房地域２市１町エネルギー回収型廃棄

物処理施設整備に係る事業者選定アドバイザリー業務
R1 R1 35,420 35,420 0

第1次計画

H28～R5

第2次計画

R6～R10

第1次計画

H28～R5

8,190

16,280

5,461

11,000

25,080 16,280

11,000

5,461 0

0

8,800

33 南房総市

南房総市マテリアルリサイクル推進施設(ストックヤード)

整備に係る測量及び地質調査事業

南房総市マテリアルリサイクル推進施設(ストックヤード)

整備に係る生活環境影響調査事業

南房総市マテリアルリサイクル推進施設(ストックヤード)

整備に係る計画支援事業

R4

R4

R4

R4

R5

R5

0

0

8,80025,080

11,000

5,461 5,461

11,000

全体事業　R4～R6

全体事業　R4～R6
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 【参考資料様式１】 

 

施設概要（マテリアルリサイクル施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 袖ケ浦市 

（2）施設名称 袖ケ浦市ストックヤード 

（3）工期 平成３０年度 

（4）施設規模 保有能力 200.00 ㎡  敷地面積 2,174 ㎡ 

（5）処理方式  

（6）地域計画内の役割 資源の有効利用の促進 

（7）廃焼却施設解体工事 

の有無 
 無 

 

「ストックヤード」を整備する場合 

（8）ストック対象物 

雑紙・新聞紙・ダンボール・布類・草・枝木・不法投棄物 

①資源物ストックヤードの整備 

・施設規模 

テント式倉庫建築物 20ｍ×10ｍ×6.9ｍ 

・ストック対象物 

 雑誌    18.00㎡ 10日間分 

 新聞紙   27.00㎡ ７日間分 

 ダンボール 33.00㎡ ７日間分 

 布類     9.00㎡ ７日間分 

②草・枝木ストックヤードの整備 

・施設規模 

コンクリート平場  84㎡ 

・ストック対象物 

 草・枝木 

③不法投棄物ストックヤードの整備 

・施設規模 

コンクリート平場 84㎡ 

・ストック対象物 

不法投棄物（タイヤ、家電リサイクル品、バッテリー等） 
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「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

（9）容器包装リサイクル推

進施設の内訳 
 

 

「灰溶融施設」を整備する場合 

（10）スラグの利用計画  

 

（11）総事業計画額 

４１，８７２ 千円（全体：４１，８７２ 千円） 

うち、交付対象事業費  

３６，４６０ 千円（全体：３６，４６０ 千円） 
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【参考資料様式１】 

 

施設概要（マテリアルリサイクル施設系） 

都道府県名 千 葉 県       

 

(1) 事業主体名 館山市 

(2) 施設名称 （仮称）館山市清掃センター粗大ごみ処理施設 

(3) 工期  令和４年度 

(4) 施設規模  処理能力３ｔ／日 

(5) 処理方式  選別・圧縮 

(6) 地域計画内の役割 
  ※1 

地域内老朽化施設の代替施設 

 資源の有効利用の促進 

(7) 廃焼却施設解体工事 
  の有無 

有   無 

 
 
 「ストックヤード」を整備する場合 

(8) ストック対象物  
 

 

 
 「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

(9) 容器包装リサイク  
ル推進施設の内訳  

 

 
                                                                                                 
 「灰溶融施設」を整備する場合                                                                   

(10) スラグの利用計画  

 

 (11) 総事業計画額 

５０，１３１ 千円（全体：５０，１３１ 千円） 

うち、交付対象事業費 

５０，１３１ 千円（全体：５０，１３１ 千円） 
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【参考資料様式１】 

 

施設概要（マテリアルリサイクル施設系） 

都道府県名 千 葉 県       

 

(1) 事業主体名    鴨川市 

(2) 施設名称 クリーンステーション鴨川（中継施設）ストックヤード 

(3) 工期  令和３年度 

(4) 施設規模  保有能力 282 ㎡   敷地面積（建築面積）538.80 ㎡ 

(5) 処理方式  ストックヤード 

(6) 地域計画内の役割 
  ※1 

 鴨川市一般廃棄物中継施設整備に伴い、ストックヤードを整備

し、ストック対象物の適正保管並びに資源物等の有効利用の促進 

(7) 廃焼却施設解体工事 
  の有無 

有   無 

 
 「ストックヤード」を整備する場合 

(8) ストック対象物  

○ストック対象物 

ダンボール、新聞紙、雑誌、紙パック、雑がみ、古着、空ビン、

空カン、ペットボトル、小型家電、トレイ・発泡スチロール、乾

電池、金物類、有害ごみ（蛍光灯等）、ペットボトルキャップ 

①資源物ストックヤードの整備 

・施設規模  

鉄筋コンクリート構造建築物 262.6 ㎡ 

・ストック対象物 

 ダンボール（47.8 ㎡）、新聞紙（17.1 ㎡）、雑誌（20.1 ㎡）、古

着（13.6 ㎡）、空カン（37.3 ㎡）、ペットボトル（34.0 ㎡）、小型

家電（29.6 ㎡）、トレイ・発泡スチロール（21.3 ㎡）、雑がみ（12.1

㎡）、 空ビン・紙パック・乾電池（10.3 ㎡）、ペットボトルキャ

ップ（19.4 ㎡） 

②不燃物ストックヤードの整備 

・施設規模  

鉄筋コンクリート構造建築物 18.9 ㎡ 

・ストック対象物 

 金物類（14.0 ㎡）、有害ごみ（蛍光灯等）（4.9 ㎡） 
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 「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

(9) 容器包装リサイク  
ル推進施設の内訳  

 

①分別収集回収拠点の整備 
  ・ごみの分別収集・処理方法 

・ごみ容器の種類・設置基数 
  ・建築物の構造 
②小規模ストックヤードの整備 
  ・施設規模 
  ・ストック対象物 
③簡易プレス機の整備 
  ・処理方法 
  ・処理能力 
  ・設置場所 
④電気ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備 
  ・導入台数（積載量） 
  ・運行計画 

 
                                                                                                 
 「灰溶融施設」を整備する場合                                                                   

(10) スラグの利用計画  

                                                                                                 
 

(11) 総事業計画額 

１３８，９３９ 千円（全体：１３８，９３９ 千円） 

うち、交付対象事業費 

１３８，９３９ 千円（全体：１３８，９３９ 千円） 

 

※1 基幹的設備改良事業を実施する場合は、二酸化炭素の削減率を記載すること。 
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【参考資料様式１】 

 

施設概要（マテリアルリサイクル施設系） 

都道府県名 千 葉 県       

 

(1) 事業主体名    南房総市 

(2) 施設名称 （仮称）南房総市資源ごみストックヤード 

(3) 工期  令和６年度～令和８年度 

(4) 施設規模  保有能力 200 ㎡   敷地面積（建築面積）1,000 ㎡ 

(5) 処理方式   

(6) 地域計画内の役割 
  ※1 

 南房総市一般廃棄物中継施設整備に伴い、ストックヤードを整備

し、ストック対象物の適正保管並びに資源物等の有効利用の促進 

(7) 廃焼却施設解体工事 
  の有無 

有   無 

 
 「ストックヤード」を整備する場合 

(8) ストック対象物  

○ストック対象物 

ダンボール、新聞紙、雑誌、紙パック、雑がみ、古着、空ビン、

空カン、ペットボトル、小型家電、トレイ・発泡スチロール、乾

電池、金物類、有害ごみ（蛍光灯等）、ペットボトルキャップ 

 

                                                                                                 

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

（9）容器包装リサイクル

推進施設の内訳 
 

 

「灰溶融施設」を整備する場合 

（10）スラグの利用計画  

 

(11) 総事業計画額 

０ 千円（全体：２９７，０００ 千円） 

うち、交付対象事業費 

０ 千円（全体：２９７，０００ 千円） 

 
※1 基幹的設備改良事業を実施する場合は、二酸化炭素の削減率を記載すること。 
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【参考資料様式２】 

 

施設概要（エネルギー回収施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

（2）施設名称 第２期君津地域広域廃棄物処理施設 

（3）工期 令和４年度～令和５年度（全体：令和４年度～令和８年度） 

（4）施設規模 処理能力 ４８６ｔ/日（１６２t/日×３炉） 

（5）形式及び処理方式 シャフト炉式ガス化溶融 

（6）余熱利用の計画 
１．発電の有無   有（発電効率  ％） ・ 無 

２．熱回収の有無  有（熱回収率  ％） ・ 無 

（7）地域計画内の役割 
地域内老朽化施設の代替施設、処理の集約、エネルギーの高効率回

収及び有効利用の促進 

（8）廃焼却施設解体工事 

の有無 
有     無 

 

「ごみ燃料化施設」を整備する場合 

（9）燃料の利用計画    

 

「メタンガス化施設」を整備する場合 

（10）バイオガス熱利用率    

（11）バイオガスの利用計

画 
 

 

（12）総事業計画額 

２４０，６９０ 千円（全体：４３，５７６，２７３ 千円） 

うち、交付対象事業費 

８，８８６ 千円（全体：３６，２２６，４２４ 千円） 
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【参考資料様式２】 

 

施設概要（エネルギー回収施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 館山市 

（2）施設名称 館山市清掃センター 

（3）工期 令和３年度～令和５年度 

（4）施設規模 処理能力 １００ｔ/日（５０t/日×２炉） 

（5）形式及び処理方式 ストーカ炉 

（6）余熱利用の計画 
１．発電の有無   有（発電効率  ％） ・ 無 

２．熱回収の有無  有（熱回収率  ％） ・ 無 

（7）地域計画内の役割 ごみ焼却施設の延命化 

（8）廃焼却施設解体工事 

の有無 
有     無 

 

「ごみ燃料化施設」を整備する場合 

（9）燃料の利用計画    

 

「メタンガス化施設」を整備する場合 

（10）バイオガス熱利用率    

（11）バイオガスの利用計

画 
 

 

（12）総事業計画額 

３，１２０，７００ 千円（全体：３，１２０，７００ 千円） 

うち、交付対象事業費 

２，３１４，０００ 千円（全体：２，３１４，０００ 千円） 
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【参考資料様式４】 

 

施設概要（廃棄物運搬中継施設系） 

都道府県名 千 葉 県       

 

(1) 事業主体名    鴨川市 

(2) 施設名称  クリーンステーション鴨川（中継施設） 

(3) 工期  令和２年度～令和４年度 

(4) 施設規模  ４２ｔ／日 

(5) 処理方式  選別・圧縮・資源化 

(6) 地域計画内の役割 
  ※1 

 既存焼却施設の老朽化に伴い、中継施設（サテライトセンター）

を整備し、資源化の推進及び将来におけるごみ処理の広域化、施設

の集約化を図る。 

(7) 広域化・集約化内容 

  本施設は本市から排出される、燃やせるごみを受入れ、コンパク

タにより、大型コンテナに積替え、所定の処理施設へ搬送するもの

である。 

(8) 廃焼却施設解体工事 
  の有無 

有   無 

                                                                                                 
                                                                                      

(9) 総事業計画額 

１，６５６，５３９ 千円（全体：１，６５６，５３９ 千円） 

うち、交付対象事業費 

１，３０９，５４７ 千円（全体：１，３０９，５４７ 千円） 
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【参考資料様式４】 

 

施設概要（廃棄物運搬中継施設系） 

都道府県名 千 葉 県       

 

(1) 事業主体名    南房総市 

(2) 施設名称  （仮称）南房総市可燃ごみ中継施設 

(3) 工期  令和６年度～令和８年度 

(4) 施設規模  ５９ｔ／日 

(5) 形式及び処理方式 
ごみ種別（ 可燃 ） 

圧縮 

(6) 地域計画内の役割 
  ※1 

 既存焼却施設の老朽化に伴い、廃棄物運搬中継施設を整備し、資

源化の推進及び将来におけるごみ処理の広域化、施設の集約化を図

る。 

(7) 広域化・集約化内容 

  本施設は本市及び鋸南町から排出される、燃やせるごみを受入れ、

コンパクタにより、大型コンテナに積替え、第２期君津地域広域廃

棄物処理施設（エネルギー回収施設）へ搬送する。 

(8) 廃焼却施設解体工事 
  の有無 

有   無 

                                                                                                 
                                                                                      

(9) 総事業計画額 

０ 千円（全体：１，４６３，０００ 千円） 

うち、交付対象事業費 

０ 千円（全体：１，４６３，０００ 千円） 
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【参考資料様式６】 

 

施設概要（し尿処理施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 南房総市 

（2）施設名称 （仮称）南房総市汚泥再生処理センター 

（3）工期 令和３年度～令和５年度 

（4）施設規模 処理能力 ６７kl/日 

（5）形式及び処理方式 高負荷脱窒素処理方式＋高度処理方式 

（6）地域計画内の役割 

南房総市と鋸南地区環境衛生組合にある老朽化した２施設を統

合し、効率性を図ると共に CO2 発生抑制のために汚泥再生処理セ

ンターとして整備する。なお、鋸南町のし尿及び浄化槽汚泥は受託

処理とする。 

（7）廃焼却施設解体工事 

の有無 
 有     無 

 

「汚泥再生処理センター」を整備する場合 

（8）資源化の方法  助燃剤化 

（9）資源化物の利用計画  ごみ処理施設で助燃剤として利用 

 

「コミュニティプラント」を整備する場合 

（10）計画処理人口及び面

積 
人口：     人     面積：     ㎢ 

（11）計画地域の性格 

 

 

 

 

（12）総事業計画額 

３，３９７，７４２ 千円（全体：３，３９７，７４２ 千円） 

うち、交付対象事業費 

２，３５３，７２１ 千円（全体：２，３５３，７２１ 千円） 
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【参考資料様式６】 

 

施設概要（し尿処理施設系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 君津市 

（2）施設名称 君津市衛生センター 

（3）工期 令和２年度～令和４年度 

（4）施設規模 処理能力 ６０kl/日 

（5）形式及び処理方式 生物学的脱窒素処理方式 

（6）地域計画内の役割 
地域内で発生するし尿、浄化槽汚泥、農業集落排水施設汚泥

及び鳥獣被害防止対策施設汚泥の資源化（助燃剤化）を行う。 

（7）廃焼却施設解体工事 

の有無 
 有     無 

 

「汚泥再生処理センター」を整備する場合 

（8）資源化の方法  助燃剤化 

（9）資源化物の利用計画 
 脱水汚泥の含水率を７０％以下とし、ごみ焼却施設で助燃剤

として可燃ごみと混焼することにより資源の有効活用を図る。 

 

「コミュニティプラント」を整備する場合 

（10）計画処理人口及び面

積 
人口：     人     面積：     ㎢ 

（11）計画地域の性格 

 

 

 

 

 

（12）総事業計画額 

３，６１３，５００千円（全体：３，６１３，５００千円） 

うち、交付対象事業費 

２，１５７，２８５千円（全体：２，１５７，２８５千円） 
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                                  【参考資料様式７】 

 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 木更津市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的及び内容 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、新

規設置、単独浄化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄

化槽に転換設置する設置者に対して設置補助を行い、高度

合併処理浄化槽の設置促進を図る。 

（4）事業期間 平成２８年度～令和５年度 

（5）事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額 

交付対象事業費 １６８，４２０千円 

うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 

千円 

・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費 

千円 

 

○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区 分 
交付対象基数 

     （１，８６４人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

５人槽 ３２８基 （１，６４０人分） 153,449 153,449 153,449 

６～ ７人槽 ３２基  （ ２２４人分） 18,915 14,971 14,971 

８～１０人槽 基 （   人分）    

１１～２０人槽 基 （   人分）    

２１～３０人槽 基 （    人分）    

３１～５０人槽 基 （    人分）    

５１人槽以上 基 （    人分）    

宅内配管費 基    

撤去費  基    

雨水貯留槽等再利用 基    

改築費（災害） 基    

改築費（長寿命化） 基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効率的な転換促進及び管理適正化推進費    

合   計 

３６０基 （１，８６４人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、改築費を

除く。 

172,364 168,420 168,420 
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                                  【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 君津市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的及び内容 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、新

規設置、単独浄化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄

化槽に転換設置する設置者に対して設置補助を行い、高度

合併処理浄化槽の設置促進を図る。 

（4）事業期間 令和２年度～令和５年度 

（5）事業対象地域の要件 
浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（イ）、（ウ）、

（エ）、（カ）に該当する地域 

（6）事業計画額 

交付対象事業費  ７２，１９４  千円 

うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 

千円 

・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費 

千円 

 

○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区 分 
交付対象基数 

      （３９０人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

５人槽 １２４基 （２７２人分） 51,780 51,780 51,780 

６～ ７人槽 ８基 （ ５４人分） 3,213 3,213 3,213 

８～１０人槽 ８基 （ ６４人分） 4,059 4,059 4,059 

１１～２０人槽 基 （   人分）    

２１～３０人槽 基 （    人分）    

３１～５０人槽 基 （    人分）    

５１人槽以上 基 （    人分）    

宅内配管費 ７７ 基 9,700 8,000 8,000 

撤去費  ７７ 基 6,162 5,142 5,142 

雨水貯留槽等再利用 基    

改築費（災害） 基    

改築費（長寿命化） 基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効率的な転換促進及び管理適正化推進費    

合   計 

１４０基 （３９０人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、改築費を

除く。 

74,914 72,194 72,194 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 富津市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的及び内容 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、新

規設置、単独浄化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄

化槽に転換設置する設置者に対して設置補助を行い、高度

合併処理浄化槽の設置促進を図る。 

（4）事業期間 令和元年度～令和５年度 

（5）事業対象地域の要件 
浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（エ）、（カ）

に基づく地域 

（6）事業計画額 

交付対象事業費 ４５，０００ 千円 

うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 

千円 

・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費 

千円 

 

○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区 分 
交付対象基数 

      （７９０人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

５人槽 １３０基 （６５０人分） 57,720 39,000 39,000 

６～ ７人槽 ２０基 （１４０人分） 9,720 6,000 6,000 

８～１０人槽 基 （   人分）    

１１～２０人槽 基 （   人分）    

２１～３０人槽 基 （    人分）    

３１～５０人槽 基 （    人分）    

５１人槽以上 基 （    人分）    

宅内配管費 基    

撤去費  基    

雨水貯留槽等再利用 基    

改築費（災害） 基    

改築費（長寿命化） 基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効率的な転換促進及び管理適正化推進費    

合   計 

１５０基 （７９０人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、改築費を

除く。 

67,440 45,000 45,000 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 袖ケ浦市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的及び内容 
生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、合併処

理浄化槽を設置するものに対し、工事費の一部を補助する。 

（4）事業期間 平成２９年度～令和５年度 

（5）事業対象地域の要件 
浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（イ）、（ウ）、（エ）

及び第３（1）イの（イ）に基づく地域 

（6）事業計画額 

交付対象事業費  ６２，３２５ 千円 

うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 

千円 

・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費 

千円 

 

○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区 分 
交付対象基数 

      （７０１人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

５人槽 １４７基 （４５５人分） 65,442 49,968 49,872 

６～ ７人槽 ３１基 （２４６人分） 15,438 12,366 12,366 

８～１０人槽 基 （   人分）    

１１～２０人槽 基 （   人分）    

２１～３０人槽 基 （    人分）    

３１～５０人槽 基 （    人分）    

５１人槽以上 基 （    人分）    

宅内配管費 基    

撤去費 ８ 基 87 120 87 

雨水貯留槽等再利用 基    

改築費（災害） 基    

改築費（長寿命化） 基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効率的な転換促進及び管理適正化推進費    

合   計 

１７８基 （７０１人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、改築費を

除く。 

80,967 62,454 62,325 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

（1）事業主体名 館山市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的及び内容 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、単独浄

化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄化槽に転換設置す

る設置者に対して設置補助を行い、合併処理浄化槽の設置促進

を図る。 

（4）事業期間 平成２９年度～令和５年度 

（5) 事業対象地域の要件 
浄化槽設置整備事業実施要綱 

 第３（１）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額 

交付対象事業費  ２５，２００ 千円 

うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 

千円 

・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費 

千円 

 

○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区 分 
交付対象基数 

      （４４３人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

５人槽 １８２基 （３８３人分） 80,808 21,840 21,840 

６～ ７人槽 １４基 （３０人分）  6,804 1,680 1,680 

８～１０人槽 １４基  （３０人分） 8,064 1,680 1,680 

１１～２０人槽 基 （   人分）    

２１～３０人槽 基 （    人分）    

３１～５０人槽 基 （    人分）    

５１人槽以上 基 （    人分）    

宅内配管費 基    

撤去費  基    

雨水貯留槽等再利用 基    

改築費（災害） 基    

改築費（長寿命化） 基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効率的な転換促進及び管理適正化推進費    

合   計 

２１０基 （４４３人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、改築費を

除く。 

95,676 25,200 25,200 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 鴨川市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的及び内容 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、単独浄

化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄化槽に転換設置す

る設置者に対して設置補助を行い、合併処理浄化槽の設置促進

を図る。 

（4）事業期間 平成２９年度～令和５年度 

（5）事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額 

交付対象事業費 １２２，１００ 千円 

うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 

千円 

・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費 

千円 

 

○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区 分 
交付対象基数 

    （１，１６８人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

５人槽 ３２５基（ ９７５人分） 107,900 107,250 107,250 

６～ ７人槽 ３２基（ １２８人分） 13,248 10,560 10,560 

８～１０人槽 １３基（  ６５人分） 7,124 4,290 4,290 

１１～２０人槽 基 （   人分）    

２１～３０人槽 基 （    人分）    

３１～５０人槽 基 （    人分）    

５１人槽以上 基 （    人分）    

宅内配管費 基    

撤去費  基    

雨水貯留槽等再利用 基    

改築費（災害） 基    

改築費（長寿命化） 基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効率的な転換促進及び管理適正化推進費    

合   計 

３７０基（１，１６８人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、改築費を

除く。 

128,272 122,100 122,100 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 南房総市 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的及び内容 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、単独浄

化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄化槽に転換設置す

る設置者に対して設置補助を行い、合併処理浄化槽及び高度合

併処理浄化槽の設置促進を図る。 

（4）事業期間 平成２９年度～令和５年度 

（5）事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額 

 
交付対象事業費  ３２４，７６０ 千円 
うち  （以下の事業を実施する場合） 
・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 

２５１，４４０千円 
・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費 

千円 

○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区 分 
交付対象基数 

    （１，４９２人分） 
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

５人槽 ４４８基（１，０３４人分） 150,752 146,592 146,592 

６～ ７人槽  ７６基 （２４６人分） 31,896 25,944 25,944 

８～１０人槽  ４６基 （２１２人分） 25,376 19,624 19,624 

１１～２０人槽 基 （   人分）    

２１～３０人槽 基 （    人分）    

３１～５０人槽 基 （    人分）    

５１人槽以上 基 （    人分）    

宅内配管費 ３４０ 基 102,000 102,000 102,000 

撤去費  ３４０ 基 30,600 30,600 30,600 

雨水貯留槽等再利用 基    

改築費（災害） 基    

改築費（長寿命化） 基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効率的な転換促進及び管理適正化推進費    

合   計 

５７０基（１，４９２人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、改築費を

除く。 

340,624 324,760 324,760 
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【参考資料様式７】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 鋸南町 

（2）事業名称 浄化槽設置整備事業 

（3）事業の実施目的及び内容 

生活排水による公共水域の水質汚濁を防止するため、新規設

置、単独浄化槽または汲み取り式便槽から合併処理浄化槽に転

換設置する設置者に対して設置補助を行い、高度合併処理浄化

槽の設置促進を図る。 

（4）事業期間 平成２９年度～令和５年度 

（5）事業対象地域の要件 浄化槽設置整備事業実施要綱 第３（1）アの（ウ）に該当 

（6）事業計画額 

交付対象事業費 １０，８００ 千円 

うち  （以下の事業を実施する場合） 

・環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に係る事業費 

千円 

・公的施設単独処理浄化槽集中転換事業に係る事業費 

千円 

 

○事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 

【浄化槽設置整備事業の場合】 

区 分 
交付対象基数 

     （２２５人分）  
基準額合計 総事業費 

交付対象 

事業費 

５人槽 ４５基 （２２５人分） 19,980 10,800 10,800 

６～ ７人槽 基 （   人分）    

８～１０人槽 基 （    人分）    

１１～２０人槽 基 （   人分）    

２１～３０人槽 基 （    人分）    

３１～５０人槽 基 （    人分）    

５１人槽以上 基 （    人分）    

宅内配管費 基    

撤去費  基    

雨水貯留槽等再利用 基    

改築費（災害） 基    

改築費（長寿命化） 基    

浄化槽整備 

効率化事業費 

台帳作成費    

計画策定等調査費    

効率的な転換促進及び管理適正化推進費    

合   計 

４５基 （２２５人分） 

※基数の合計には、宅内配管費、改築費を

除く。 

19,980 10,800 10,800 
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【参考資料様式８】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

（2）事業目的 第２期期君津地域広域廃棄物処理施設整備のため 

（3）事業名称 

君津地域４市及び安房地域２市１町エネ

ルギー回収型廃棄物処理施設整備（事業番

号１）に係る事業者選定アドバイザリー業

務 

君津地域４市及び安房地域２市１町エネ

ルギー回収型廃棄物処理施設整備（事業番

号１）に係る環境影響評価事業 

（4）事業期間 令和元年度 令和２年度～令和４年度 

（5）事業概要 
発注仕様書作成 

アドバイザリー業務 

環境影響評価方法書 

環境影響調査 

環境影響評価準備書 

環境影響評価書 

手続き、資料作成等 

 

（6）総事業計画額 

35,420千円(全体：35,420千円) 

うち、交付対象事業費 

35,420 千円(全体：35,420 千円) 

874,527千円(全体：874,527千円) 

うち、交付対象事業費  

156,793 千円(全体：156,793 千円) 
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【参考資料様式８】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 館山市 

（2）事業目的 館山市清掃センター施設整備のため 

（3）事業名称 
館山市清掃センター基幹的設備改良（事業

番号２）に係る調査事業 

館山市清掃センター基幹的設備改良（事業

番号２）に係る発注準備・入札支援事業 

（4）事業期間 令和元年度 令和２年度 

（5）事業概要 長寿命化総合計画策定 
発注仕様書作成 

基幹的設備改良工事実施設計 

 

（6）総事業計画額 

10,000千円(全体：10,000千円) 

うち、交付対象事業費 

10,000 千円(全体：10,000 千円) 

11,000千円(全体：11,000千円) 

うち、交付対象事業費  

11,000 千円(全体：11,000 千円) 
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【参考資料様式８】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 南房総市 

（2）事業目的 （仮称）南房総市資源ごみストックヤード整備のため 

（3）事業名称 

南房総市マテリアルリサイ

クル推進施設（ストックヤ

ード）整備（事業番号６）に

係る測量及び地質調査事業 

南房総市マテリアルリサイ

クル推進施設（ストックヤ

ード）整備（事業番号６）に

係る生活環境影響調査事業 

南房総市マテリアルリサイ

クル推進施設（ストックヤ

ード）整備（事業番号６）に

係る計画支援事業 

（4）事業期間 令和４年度 
令和４年度～ 

令和５年度 

令和４年度～ 

令和６年度 

（5）事業概要 
計画地測量調査 

計画地地質調査 
生活環境影響調査 

施設基本設計 

発注仕様書作成 

発注支援業務 

 

（6）総事業計画額 

5,461千円 

(全体：5,461千円) 

うち、交付対象事業費 

5,461 千円 

(全体：5,461 千円) 

11,000千円 

(全体：11,000千円) 

うち、交付対象事業費 

11,000千円 

(全体：11,000千円) 

16,280千円 

(全体：25,080千円) 

うち、交付対象事業費 

16,280 千円 

(全体：25,080 千円) 
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【参考資料様式８】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 南房総市 

（2）事業目的 （仮称）南房総市廃棄物運搬中継施設整備のため 

（3）事業名称 

南房総市廃棄物運搬中継施

設整備（事業番号８）に係

る測量及び地質調査事業 

南房総市廃棄物運搬中継施

設整備（事業番号８）に係

る生活環境影響調査事業 

南房総市廃棄物運搬中継施

設整備（事業番号８）に係

る計画支援事業 

（4）事業期間 令和４年度 
令和４年度～ 

令和５年度 

令和４年度～ 

令和６年度 

（5）事業概要 
計画地測量調査 

計画地地質調査 
生活環境影響調査 

施設基本設計 

発注仕様書作成 

発注支援業務 

 

（6）総事業計画額 

8,190千円 

(全体：8,190千円) 

うち、交付対象事業費 

8,190 千円 

(全体：8,190 千円) 

16,500千円 

(全体：16,500千円) 

うち、交付対象事業費 

16,500 千円 

(全体：16,500 千円) 

24,421千円 

(全体：37,621千円) 

うち、交付対象事業費 

24,421 千円 

(全体：37,621 千円) 
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【参考資料様式８】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 南房総市 

（2）事業目的 （仮称）南房総市汚泥再生処理センター施設整備のため 

（3）事業名称 

南房総市有機性廃

棄物リサイクル推

進施設整備（事業番

号９）に係る測量及

び地質調査事業 

南房総市有機性廃

棄物リサイクル推

進施設整備（事業番

号９）に係る生活環

境影響調査事業 

南房総市有機性廃

棄物リサイクル推

進施設整備（事業番

号番号９）に係る造

成設計事業 

南房総市有機性廃

棄物リサイクル推

進施設整備（事業番

号９）に係る計画支

援事業 

（4）事業期間 
平成３０年度～ 

令和元年度 

平成３０年度～ 

令和元年度 

平成３０年度～ 

令和２年度 

平成３０年度～ 

令和２年度 

（5）事業概要 
計画地測量調査 

計画地地質調査 
生活環境影響調査 敷地造成設計 

施設基本計画 

施設基本設計 

発注仕様書作成 

発注支援業務 

 

（6）総事業計画額 

15,802 千円 

(全体：15,802千円) 

うち、交付対象事業費 

15,802 千円 

(全体：15,802 千円) 

16,070 千円 

(全体：16,070千円) 

うち、交付対象事業費 

16,070 千円 

(全体：16,070 千円) 

24,462 千円 

(全体：24,462千円) 

うち、交付対象事業費 

24,462 千円 

(全体：24,462 千円) 

27,371 千円 

(全体：27,371千円) 

うち、交付対象事業費 

27,371 千円 

(全体：27,371 千円) 
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【参考資料様式８】 

 

計画支援概要 

都道府県名 千 葉 県  

 

（1）事業主体名 君津市 

（2）事業目的 君津市衛生センター施設整備のため 

（3）事業名称 

君津市有機性廃棄

物リサイクル推進

施設整備（事業番号

１０）に係る測量及

び地質調査事業 

君津市有機性廃棄

物リサイクル推進

施設整備（事業番号

１０）に係る基本計

画事業 

君津市有機性廃棄

物リサイクル推進

施設整備（事業番号

１０）に係る生活環

境影響調査事業 

君津市有機性廃棄

物リサイクル推進

施設整備（事業番号

１０）に係る事業者

選定支援事業 

（4）事業期間 平成３０年度 平成３０年度 平成３０年度 令和元年度 

（5）事業概要 測量、地質調査 基本計画 生活環境影響調査 
発注仕様書作成 

事業者選定支援 

 

（6）総事業計画額 

5,724 千円 

(全体：5,724千円) 

うち、交付対象事業費 

5,724 千円 

(全体：5,724 千円) 

4,860 千円 

(全体：4,860千円) 

うち、交付対象事業費 

4,860 千円 

(全体：4,860 千円) 

2,559 千円 

(全体：2,559千円) 

うち、交付対象事業費 

2,559 千円 

(全体：2,559 千円) 

13,200 千円 

(全体：13,200千円) 

うち、交付対象事業費 

13,200 千円 

(全体：13,200 千円) 
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